
は
じ
め
に

一
前
提
的
考
察

□

現
代
国
際
法
に
お
け
る
、
E
権
の
慈
味

（
日
本
国
払
上
の
条
約
の
位
叩
Ln

（
現
代
国
際
法
に
お
け
る
外
国
人
の
人
権

四
現
代
国
際
法
に
お
け
る
外
国
人
の
人
国
権

囚
在
証
お
よ
び
介
訓
発
給
権
の
法
的
性
竹

二
日
米
通
商
航
而
粂
約
に
も
と
づ
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
人

国
権
と
法
務
大
臣
お
よ
び
外
務
大
臣
の
故
い
甲
権
い
制
約

（
第
／
条
関
係

目

次

①
第
一
条
一
項
い
閃
係

切
第
；
ぶ
一
項
⑯
関
係

③
第
；
未
：
•
一
項
関
係

)

、

t
,
I

4
I
j
h
 

＇、

（
第
四
条
関
係

（
第
八
条
関
係

四
日
米
通
商
航
洵
条
約
の
自
動
執
行
(
s
e
l
f
-
e
x
e
c
u
t
i
n
g
)
性

囚

結

論

お
わ
り
に

山

指
紋
押
捺
拒
否
を
理
由
と
す
る
再
入
国
の
不
許
可

お
よ
び
査
証
取
消
と
国
際
法

崎

日
米
通
商
航
海
条
約
に
よ
る
法
務
大
臣
・
外
務
大
臣
の
裁
鯖
権
の
制
約

三
七

公

士
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の
永
住
者
お
よ
び
特
別
水
住
者
に
対
す
る
指
紋
押
捺
義
務
の
撤
廃
は
、
国
際
人
権
桔
準
を
配
慮
し
た
結
果
と
い
う
よ
り
、

の
約
束
を
胆
行
す
る
と
い
う
外
交
卜
の
配
慮
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
指
紋
押
捺
拒
否
を
実
質
的
に
唯
一
の
理
由
と
し
て
再
人
国
不
許
nJ
処
分
お
よ
び
脊
証
取
消
処
分
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
人
（
ア
ル
ト
マ
ン
教
授
、
原
告
）
が
、
両
処
分
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
精
神
的
捐
害
に
つ
い
て
国
（
被
告
）
に
賠
償
を
求
め
て
高
松
地
方
裁

判
所
に
提
起
さ
れ
た
民
事
訴
訟
（
以
卜
、
「
ア
ル
ト
マ
ン
教
授
事
件
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
筆
者
は
国
際
法
の
観
点
か
ら
証
人
と
し
て
証

言
を
行
っ
た
。
証
言
の
骨

f
は
次
の
一
．
点
に
要
約
さ
れ
る
。
第
一
は
、
国
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
友
好
通
商
航
海
条
約

（
昭
和
一
．
八
年
条
約
第
一
一
七
号
。
以
下
、

る
義
務
が
あ
り
、

「
日
米
通
商
航
海
条
約
」
と
い
う
）

t
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
で
あ
る
原
告
を
日
本
に
人
国
さ
せ

そ
の
限
り
で
法
務
大
臣
は
原
告
の
再
人
国
に
つ
き
こ
れ
を
拒
否
す
る
自
由
裁
岨
を
有
せ
ず
、

日
韓
国
人
の
法
的
地
位
・
待
遇
改
誇
に
関
す
る
竹
信
r
」

む
し
ろ
韓
国
と

ま
た
外
務
大
臣
は
原
告
へ

し
た
が
っ
て
、

今
回

今
日
の
同
法
改
正
は
、

一
九
九
一
年
一
月
の
洵
部
首
相

拿
一
時
）
の
韓
国
訪
間
の
さ
い
に
、

で
の
合
紅
事
項
を
実
現
す
る
た
め
と
ら
れ
る
措
附
で
あ
る
。

こ
ゞ
、
t
カ

さ
れ
ず
、
同
法
改
正
後
も
引
き
続
き
指
紋
押
捺
義
務
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

に
詞
法
の
改
lE
案
が
提
出
さ
れ
、

外
国
人
登
録
法
卜
の
指
紋
押
捺
制
度
は
、

は

じ

め

に

両
国
外
相
会
淡
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
「
在

一
九
九
三
年
に
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

一
年
以
卜
日
本
に
郡
在
す
る
外
国
人
に
一
律
に
求
め
ら
れ
て
い
た
指
紋
押
捺
義
務
は
、
水
住
者
お
よ
び

特
別
水
往
者
に
つ
い
て
は
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
の
改
正
に
あ
た
り
、
指
紋
押
捺
制
度
は
全
廃
さ
れ
る
と
の
見
通
し
も
あ
っ

こ
の
期
待
に
反
し
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
年
ず
の
水
住
者
お
よ
び
特
別
永
住
者
以
外
の
外
国
人
に
つ
い
て
は
指
紋
押
捺
制
度
は
廃
止

一
九
九
二
年
通
常
国
会

1.-¥ 

i

—-J 
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の
行
証
発
給
に
つ
き
自
由
裁
情
を
有
し
な
い
と
い
う
論
点
で
あ
り
、
第
二
は
、
外
国
人
登
録
法
上
の
指
紋
押
捺
義
務
は
、

範
で
あ
る
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
昭
和
五
四
年
条
約
第
七
号
。
以
下
、

第
七
条
、
第
一
―
一
条
、
第
一
三
条
お
よ
び
第
二
六
条
に
照
ら
し
て
存
在
せ
ず
、

し
た
が
っ
て
、
指
紋
押
捺
拒
否
を
唯
一
の
実
質
的
理
由
と

す
る
法
務
大
臣
の
再
人
国
不
許
nJ
処
分
お
よ
び
外
務
大
臣
に
よ
る
在
証
取
消
処
分
は
無
効
で
あ
る
と
の
論
点
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
に
対
す
る
法
務
大
臣
の
再
人
国
許
nJ
に
か
か
る
裁
情
権
お
よ
び
同
同
人
に
対
す
る
外
務
大
臣
の
在
証
発
給
に
関
す
る

て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

に
関
す
る
外
務
大
臣
の
裁
址
権
に
つ
い
て
、
憲
法
学
・
行
政
法
学
の
観
点
か
ら
論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
国
際
法
、

日
米
通
向
航
海
条
約
が
締
約
国
民
に
保
障
す
る
権
利
に
関
す
る
検
討
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

国
際
法
に
お
け
る
主
権
の
意
味
、

人
の
人
国
権
、

こ
の
論
点
は
、
原
告
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
で
あ
る
た
め
間
題
と

こ
れ
ま
で
の
同
国
人
が
原
告
な
い
し
被
告
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
指
紋
押
捺
訴
訟
に
お
い
て
は
、
取
り
上
げ
ら
れ

な
お
、
本
稿
は
、
指
紋
押
捺
制
度
、
外
国
人
の
再
入
国
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
裁
惜
権
、

日
本
国
法

L
の
条
約
の
位
骰
、
現
代
国
際
法
に
お
け
る
外
国
人
の
人
権
、
現
代
国
際
法
に
お
け
る
外
国

な
ら
び
に
脊
証
お
よ
び
在
証
発
給
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
若
干
の
前
提
的
考
察
を
行
う
。

三
九

(
l
)
政
府
は
、
．
九
九
．．
 

年
1

．
月
じ

11
の
閣
議
で
外
国
人
登
録
法
の
改
正
案
を
決
定
し
、
同

11
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
現
行
の
指
紋
押
捺
制
度
の
廃
止
対
象
は
、

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
お
よ
び
台
病
出
身
の
特
別
永
住
者
約
六

0
万
人
、

5

般
の
水
住
者
約
四
jj
人
の
計
六
四
万
人
で
あ
る
。
指
紋
押
捺
に
代
わ
る
同
．
人
性

確
認
に
は
、
写
真
と
冴
名
を
用
い
、
登
録
の
さ
い
に
は
配
偶
者
の
氏
名
な
ど
の
家
族
欄
の
記
載
が
必
要
と
さ
れ
る
。
法
務
省
は
％
初
、
・
年
以
卜
の
長
期
滞

在
者
を
含
め
た
指
紋
押
捺
義
務
の
令
廃
を
検
討
し
て
い
た
が
、
瞥
察
庁
が
不
正
登
録
を
防
止
す
る
立
場
か
ら
こ
れ
に
強
く
反
対
し
、
長
期
滞
在
者
に
つ
い
て

は
指
紋
押
捺
義
務
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
C

読
売
新
間
0

、
C

毎
日
新
間
C

、
●
四
国
新
聞
し
、
一
九
九
ご
年
二
月
八
日
）
。
こ
の
改
正
案
は
、
同
年
四
月

し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、

裁
址
権
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
国
際
法
の
観
点
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。

こ
の
検
討
に
必
要
な
限
度
で
、
現
代

な
ら
び
に
査
証
発
給こ'|

 

と
く

本
稿
で
は
、

.. I
L
)
Y
]

）

^
m
l片
＂
こ
）

~
C

、

ー

互

"Okf牙
l

I::,,:,, U
L
ハ

Lr
グ
し
-

筆
者
の
証
人
呼
間
に
お
け
る
証
．
口
内
容
に
そ
っ
て
、

日
米
通
商
航
海
条
約
に
よ
っ
て
、

「
自
由
権
規
約
」
と
い
う
）

の
第
二
条
、

同
法
の
上
位
規
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一
七
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
仝
会
．
致
で

n
I決
さ
れ
、
ま
た
M
年
五
月
—
:
o
1
に
参
議
院
本
会
議
で
も
全
会
一
致
で
nJ
決
さ
れ
、
、
一
九
九
-
1
年
一
月
か
ら

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
は
こ
の
改

lE
案
の
採
訳
に
あ
た
っ
て
、
政
府
に
対
し
、
①
外
国
人
の
人
権
を
作
巾
し
て
諸
制
疫

の
あ
り
方
を
検
討
し
、
施
行
か
ら
五
年
経
過
後
速
や
か
に
適
切
な
措
附
を
講
じ
る
、
②
詞
法
の
罰
則
は
、
他
の
法
律
と
の
均
衡
を
検
討
し
、
適
切
な
措
漑
を

講
じ
る
、
③
指
紋
押
捺
拒
否
者
や
そ
の
他
の
同
法
違
反
者
に
は
、
人
道
的
立
場
に
た
っ
た
対
比
を
行
う
、
④
外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
国
軍
義
務
な
ど
の
規
定

の
連
川
に
あ
た
っ
て
は
、
外
国
人
の
日
常
生
活
に
不
中
~
な
制
限
を
加
え
な
い
よ
う
配
慮
す
る
、
と
の
附
幣
決
議
を
全
会
．
致
で
採
択
し
た
。
ま
た
、
参
議
院

法
務
委
員
会
の
附
憎
決
ぷ
を
受
け
人
れ
、
指
絞
原
紙
の
廃
乗
も
決
定
さ
れ
た
（
国
田
［
新
間
し
：
九
九
二
年
四
月
／
八
日
、
，
訛
売
新
開
p

1

九
九
一
．
年
五
月

(
2
)
指
紋
押
掠
に
代
わ
る

f
段
を
出
末
る
限
り
ロ
ト
期
に
開
発
し
、
在
日
韓
国
人
：
―
間
以
ド
の

f
係
は
も
と
よ
り
、
.
侃
及
び
．．
 

川
に
つ
い
て
も
指
紋
押
捺
を
行
わ

な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
今
後
．．
 

年
以
内
に
指
紋
押
捺
に
代
わ
る
招
附
を
実
施
て
き
る
よ
う
所
要
り
改
正
法
案
を
次
期
通
常
国
会
に
提
出
す
る
こ
と

に
最
大
限
努
力
す
る
。
代
替

F
段
は
、

Tt具
、
冴
名
及
び
家
族
巾
項
を
加
味
す
る
こ
と
を
中
心
に
検
詞
す
る
（
同
枕
内
第
．
一
珀
(

.

)

(

9

朝
日
新
聞
n

一
九
九

/
1
．
月
―
-
日
）
。
な
お
、
山
崎
朽
夫
「
決
着
を
み
た
在

1
仰
川
人
法
的
地
位
間
胆
と
外
国
人
存
録
ー
外
川
人
存
録
：
二
八
九
号
（
．
几
九
＿
）
参
照
。

(
3
)
昭
和
六
：
・
年
（
ワ
）
第
二
四
四

□

9
拍
古
附
嵩
児
叩
求
巾
件
。
瓶
告
は
ア
ル
ト
マ
ン
・
ハ
リ
ー
・
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ジ
ュ
ニ
ア
、
被
告
は
国
で
あ
る
。
一
几
九

1

年

ー
一
月
．
：
日
の
第
ー
し

111
公
判
に
お
い
て
、
裁
判
長
か
ら
原
Itc1

・
被
告
双
方
に
和
解
の
nJ
能
竹
が
打
診
さ
れ
、
こ
れ
を
う
け
て
、
同
年
一
ー
日
月
一
.. 
Il
に
似

生
ロ
・
被
告
双
方
の
間
で
巾
実

t
の
和
解
が
成
立
し
、
同
年
ニ
一
月
五
日
に
こ
の
訴
え
は
取
り
ド
げ
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
の
巾
件
の
経
緯
・
争
点
咋
に
つ
い
て

註
し
く
は
、
行
料

1

あ
る
指
絞
裁
判
の
叫
録
ア
ル
ト
マ
ン
教
授
巾
件
L

（
本
誌
本
号
八
九
貞
以
ド
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
~ー
・
パ
の
嬰
旨
は
、
山
崎
公
じ
両
昭
和
六
：
・
年
（
ワ
）
第
：
こ
四
四
号
肌
古
賠
附

I
n
i
l

求
巾
件
証
人
，
守
間
供
込
要
旨
し
（
甲
第
六
几
号
n
i
l
)
お
よ
び
山
崎
公
t

叫
い

和
パ

•
1

年
（
ワ
）
第
．
二1

四
v
L
J
号
担
古
賠
俯
叫
求
ト
付
＂
人
，
守
間
供
述
要
旨
（
承
前
）
L
（
甲
第
じ
四
り
叫
）o
w
J
E
-
1
.
-
r

の
速
晶
録
は
、
町
相
六
：
・
→
年
（
ワ
）
第

：
．
．
四
四
号
担
古
膨
嵩
児
叩
求
巾
件
、
訛
人
調
内
、
中
成
一

:

i

年一

1月
．
：

Il
、
平
成
：
二
年
五
月

1
_
-
I
l
お
よ
び
平
成
：
・
一
年
六
月
一
パ
五
日
。

(
5
)
自
由
権
規
約
に

I
わ
る
論
点
、
と
く
に
指
紋
押
掠
制
度
が
詞
規
約
第
じ
条
に
よ
っ
て
繁
じ
ら
れ
て
い
る
「
品
位
を
似
つ
け
る
取
扱
い
」
に
あ
た
る
条
約
違
反

の
制
度
で
あ
り
在
Il
外
国
人
に
は
指
紋
押
掠
義
務
は
存
在
し
な
い
と
の
涸
点
は
、
指
紋
押
捺
制
度

□

般
に
通
じ
る
も
の
な
の
で
、
別
稿
で
扱
う

f
定
で
あ

四
0
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（二）
と
し
て
、
主
権
の
内
容
と
機
能
を
再
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
主
権
の
機
能
は
、

か
つ
て
の
観
念
的
な
い
し
理
念
的
な

も
の
か
ら
、
実
体
法
制
度
じ
の
機
能
に
転
化
し
、
国
際
社
会
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

現
代
国
際
法
で
主
権
と
は
、

そ
の
領
域
管
轄
権
内
に
お
い
て
、
外
国
国
家
の
行
政
・
立
法
・
司
法
管
轄
や
、
国
際
法
以
外
の
外
国
法

の
下
に
服
す
こ
と
の
な
い
国
家
の
基
本
的
な
国
際
法
上
の
地
位
を
意
味
す
る
。
主
催
は
、
国
際
法
上
の
（
し
か
し
、
国
際
法
を
超
え
な
い
）

、A
0

な
し

一
般
国
際
法
ま
た
は
条
約
じ
の
義
務
と
い
う
形
の
国
際
法
じ
の
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
は

か
か
る
義
務
は
、
国
家
の
行
為
の
自
由
を
制
約
し
、
国
家
主
権
の
行
使
を
制
約
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

日
本
国
法
上
の
条
約
の
位
置

憲
法
第
九
八
条
一
面
項
は
、
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
本
項
の
趣
旨
は
、
国
の
機
関
お
よ
び
国
民
が
「
条
約
」
お
よ
び
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
を
遵
守
す
べ
き
国

法
的
地
位
で
あ
る
。
主
権
を
援
用
し
て
、

権
力
と
み
な
さ
れ
た
。

し
か
し
、

二

0
世
紀
の
国
際
法
の
も
と
で
は
、

こ
の
よ
う
な
独
断
論
を
排
除
し
、

四

実
体
国
際
法
卜
の
国
家
の
権
能

一
八

llt紀
か
ら
／
几

iit紀
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
近
代
国
際
法
に
お
い
て
は
、

I

現
代
国
際
法
に
お
け
る
主
権
の
意
味

前
提
的
考
察

国
家
の
じ
権
は
、

実
体
国
際
法
に
優
位
す
る
窮
極
の
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能
」
か
否
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
に
、
条
約
の

内
法
的
効
力
の
面
が
出
て
参
り
ま
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
条
約
の
方
が
勝
つ
、

条
約
が
法
律
に
優
先
す
る
こ
と
を
公
的
に
表
明
し
て
い
る
。
な
お
、
上
記
答
弁
は
、
日
本
の
国
際
法
実
行
を
編
さ
ん
し
た

"
S
h
i
g
e
r
u
O
d
a
 

a
n
d
 H
i
s
a
s
h
i
 O
v
v
a
d
a
,
 
eds., 
T
h
e
 P
r
a
c
t
i
c
e
 of J
a
p
a
n
 in I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
w
,
 1
9
6
1
 | 
1
9
7
0
"
 

(
-
E
ふ
山
i
l
l．小
ふ
和
田
い
匹
編
〗
国
際
法

の
で
あ
り
、

一
九
六
一
ー
一
九
七

0
年＇」）

の
国
際
法
と
日
内
法
の
関
係
の
項
で
唯
一
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
同
四
頁
）
も

憲
法
と
法
律
と
の
関
係
に
関
す
る
憲
法
学
説
の
圧
倒
的
多
数
は
、
条
約
優
位
説
で
あ
る
。
憲
法
九
八
条
一
一
項
は
条
約
に
国
内
的
効
力

を
り
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
、
学
説
卜
圧
倒
的
多
数
で
通
説
で
あ
る
。
判
例
上
も
、
条
約
の
国
内
的
効
力
を
認
め
て
い
る
。

国
内
的
効
力
を
も
つ
条
約
の
規
定
が
す
べ
て
国
内
で
自
動
執
行
力
が
あ
り

(
s
e
l
f
~
e
x
e
c
u
t
i
n
g
)

、
「
直
接
適
用
可
能
」
（
そ
れ
以
上
の
措
置

の
必
要
な
し
に
裁
判
規
範
と
し
て
適
用
さ
れ
う
る
）
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
個
々
の
条
約
に
つ
い
て
、

「
直
接
適
用
可
能
性
」

条
約
規
定
が
締
約
国
に
法
的
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
、
③
条
約
規
定
が
扱
う
事
項
が
国
籍
、
外
国
人
の
権
利
、
人
権
等
の
個
人
の
権
利
・

こ
の
閃
係
で
の
日
本
の
国
家
実
行
を
代
表
す
る
公
式
見
解
で
あ
る
。

「
直
接
適
用
可

の
有
無
は
、
①
条
約
規
定
が
明
確
で
あ
る
こ
と
、
②

に
お
け
る
日
本
の
国
家
実
行
、

て
、
外
国
と
の
間
の
条
約
は
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
卜
分
に
棺
屯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
国

か
よ
う
に
若
え
ま
す
。
」
こ
の
よ
う
に
、

政
府
は
、

日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
［
際
法
規
は
り
屯
し
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し

条
約
と
法
律
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
府
は
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
「
憲
法
第
九
八
条
第
一
面
項
で
、

内
法
卜
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

』

N
}

の
機
関
お
よ
び
国
民
は
法
卜
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
。

11
本
が

「
条
約
」
を
締
結
し
、

そ
れ
が
公
布
さ
れ
た
な
ら
ば
、
国

四
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指紋押捺拒否を即由とする再人[E]のイ＜，罰1Jおよび介,;,E取消と国際法（山崎）

大
戦
後
の
展
開
に
引
続
き
、
第
二
次
大
戦
後
に
一
層
の
進
展
を
み
た
。

う
区
別
を
や
め
、

わ
な
い
内
外
人
平
等
を
韮
礎
と
す
る
人
間
の
権
利
の
保
間
の
時
代
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

明
さ
れ
て
い
る
。

自
由
権
規
約
第
二
条
一
項
は
、
「
こ
の
規
約
の
各
締
約
国
は
、
そ
の
領
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
管
轄
の
ド
に
あ
る
す
べ
て
の
個
人
に

対
し
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、

1

一
一
口
語
、
心
ホ
教
、
政
治
的
息
見
そ
の
他
の
意
見
、
国
民
的
若
し
く
は
社
会
的
出
身
、
財
産
、
出
生
又
は
他

の
地
位
算
に
よ
る
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
こ
の
規
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
尊
屯
し
及
び
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
と
定

四

人
権
の
国
際
的
保
仰
は
、
人
権
の
国
内
的
保
障
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
第
一
一
次
大
戦
の
経
験
に
も
と
づ
き
、
第
一
次

第
二
次
大
戦
後
の
国
際
的
人
権
保
節
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
、
個
人
を
国
籍
に
よ
っ
て
保
障
す
る
の
で
な
く
、
外
国
人
・
内
国
人
と
い

す
べ
て
「
人
間
」
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

内
外
人
平
等
原
則
は
、
自
由
権
規
約
第
一

1

条
一
項
を
は
じ
め
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
原
則
は
国
際
的
人
権
保
障
に
あ
た
っ
て
の
国
際
的
に
確
立
し
た
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

国
現
代
国
際
法
に
お
け
る
外
国
人
の
人
権

定
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
規
則
お
よ
び
処
分
は
、
無
効
で
あ
る
。

四

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
条
•
第
一
四
条
等
の
人
権
条
約
に
も
宣

義
務
関
係
を
創
設
す
る
内
容
を
も
つ
こ
と
、
等
の
こ
と
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
。

t
述
の
よ
う
に
、
日
本
の
国
法
体
系
の
中
で
、
条
約
は
法
律
に
優
位
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
の
「
直
接
適
用
nJ
能
」
な
規

か
っ
て
の
国
民
の
権
利
保
障
の
時
代
か
ら
、
国
籍
を
問

12 ー 4~(香法'92)



か
ら
も
離
れ
、

国
際
連
合
の
人
権
委
員
会
の
下
部
機
構
で
あ
る
差
別
防
止
・
小
数
者
保
護
小
委
員
会
（
以
下
、

帰
国
の
権
利
に
関
す
る
特
別
報
告
者
ム
バ
ン
ガ
・
チ
ポ
ヤ

(C.
M
u
b
a
n
g
aー

C
h
i
p
o
y
a
)
は
、

お
よ
び
自
国
に
帰
る
権
利
」
に
関
す
る
最
終
報
告
店
（
以
下
、

線
引
用
者
）

。
る

ー

1
q
‘
‘

と
判
刀
し
て
し

慣
晋
法

K
、
国
家
は
外
国
人
を
受
け
人
れ
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
特
別
の
条
約
が
な
い
限
り
、
外
国
人
を
自
国
内
に
受
け
人
れ

こ
れ
を
受
け
人
れ
る
場
合
に
い
か
な
る
条
件
を
付
す
る
か
を
中
~
該
国
家
が
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
傍

る
か
ど
う
か
、

ま
た
、

こ
と
を
前
も
っ
て
約
束
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
川
家
は
条
約
卜
の
義
務
と
し
て
、
外
国
人
の
人
国
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
条
約
が
な
い
場
合
に
も
、
国
際
悧
行
と
し
て
外
国
人
の
入
国
を
許
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
大
法
廷
一
九
七
八
年
一

0
月
四
日
判
決
（
マ
ク
リ
ー
ン
判
決
）
も
、

L
記
の
一
般
国
際
法
の
存
在
を
前
提
と
し
て

と
が
で
き
る
、

と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、

人
国
を
許
す
か
ど
う
か
、

圏
現
代
国
際
法
に
お
け
る
外
国
人
の
入
国
権

ま
た
、
同
第
二
条
一
項
は
s
e
l
f
-
e
x
e
c
u
t
i
n
g
、

め
る
。

「
ム
バ
ン
ガ
・
チ
ポ
ヤ
報
告
書
」
と
い
う
）

を
人
権
小
委
員

一
九
八
八
年
に
「
自
国
を
含
む
、

い
ず
れ
の
国

す
な
わ
ち
自
動
執
行
性
が
あ
り

ニ
般
国
際
法
卜
、
国
家
は
外
国
人
の
入
国
を
す
べ
て
例
外
な
く
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
義
務
を
負
っ
て
お
ら
ず
、

ど
の
よ
う
な
条
件
で
許
す
か
は
各
国
家
の
権
限
に
属
し
、
各
国
家
は
原
則
と
し
て
自
由
に
こ
れ
を
決
定
す
る
こ

一
国
臼
間
ま
た
は
多
数
国
間
条
約
に
よ
っ
て
、

fi
い
に
相

f
国
の
国
民
の
人
国
を
許
す

[
2
}
 

こ
の
条
項
が
国
籍
に
よ
る
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
人
権
小
委
員
会
」
と
い
う
）
の
出
国
・

,
l

、

「
直
接
適
用
可
能
」
な
規
定
で
あ
る
。 り

"T̀
＂じ．＂

「
国
際
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指紋押捺拒否を理由とする再人国の不許11Jおよび在訛取泊と国際法（山崎）

差
別
に
関
す
る
宣
言
草
案
」
（
以
下
、

四
五

「
自
国
を
含
む
い
ず
れ
の
国
か
ら
も
離
れ
、
自
国
に
帰
る
す
べ
て
の
者
の
権
利
に
お
け
る
自
由
と
非

「
出
国
・
帰
国
の
権
利
宣
言
草
案
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

外
国
人
の
人
国
の
間
題
と
の
関
わ
り
で
注

l
さ
れ
る
の
は
、

e
n
t
e
r
 
a
n
y
 c
o
u
n
t
r
y
)
権
利
に
関
し
て
は
、
（
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
佃
国
の
安
全
、
「
公
の
秩
序
」

(
p
u
b
l
i
c
o
r
d
e
r
,
 
o
r
d
r
e
 

p
u
b
l
i
c
)
、
公
衆
の
健
康
も
し
く
は
逍
徳
よ
た
は
他
の
者
い
権
利
お
よ
び
，
日
由
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
ぎ
、
な
ら
び
に
皿
国
際

的
に
承
認
さ
れ
た
人
権
お
よ
び
他
の
国
際
法
卜
の
義
務
と
両
立
す
る
と
き
を
除
き
、

出
国
・
帰
国
の
権
利
宣
言
草
案
の
第
七
条
田
項
で
あ
る
。
同
項
の
規
定
は
、

「
出
国
権
」
と
と
も
に
「
外
国
へ
の
人
同
権
」
を
も
人
権
の
一

こ
の
見
解
は
、
人
権
小
委
員
会
に
お
い
て
三
名
の
委
員
に
支
持
さ
れ
た
が
、

つ
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
同
へ
の
入
国
の
権
利
の
保
障
な
し
に
は
出
国
の
自
由
は
満
足
に
行
使
で
き
な
い
と
い
う
ム
バ
ン
ガ
・

チ
ポ
ヤ
の
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
な
。

同
時
に
こ
れ
に
反
論
す
る
見
解
も
ま
た
示
さ
れ
た
。

ム
バ
ン
ガ
・
チ
ポ
ヤ
報
告
内
に
お
い
て
も
、
外
国
人
の
他
国
へ
の
入
国
に
関
し
、
「
現
代
国
際
法
に
よ
れ
ば
、
国
家
間
の
特
別
の
協
定
ま

た
は
多
当
事
者
間
条
約
（
難
民
に
関
す
る
よ
う
な
）
に
も
と
づ
く
場
合
を
除
き
、
国
家
は
外
国
人
を
自
国
領
域
に
人
国
さ
せ
る
義
務
は
な

い
。
」
と
の
原
則
が
ぶ
さ
れ
て
い
在
。
し
た
が
っ
て
、
出
国
・
帰
国
の
権
利
宣
言
箪
案
第
七
条
に
ポ
さ
れ
た
よ
う
な
「
外
国
人
の
人
国
権
」

が
、
現
時
点
で
一
足
と
び
に
世
界
的
規
模
で
認
め
ら
れ
る
方
向
に
動
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

お
い
て
と
い
う
限
定
は
つ
く
に
せ
よ
、
国
連
の
人
権
小
委
員
会
と
い
う
公
的
な
機
関
が
指
名
し
た
特
別
報
告
者
が
起
草
し
た
草
案
の
中
で
、

「
外
国
人
の
人
国
権
」
が
人
権
の
一

会
に
提
出
し
、

そ
の
付
属
書
と
し
て

っ
と
し
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
一
般
国
際
法
が
存
在
す
る
と
の
主
張
を
疑
間
視
す
る
有
力
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

出
国
権
と
の
関
連
に

い
か
な
る
制
限
も
課
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
す
る

「
自
国
を
含
む
い
ず
れ
の
国
か
ら
も
離
れ
、

い
ず
れ
の
国
へ
も
人
る

(to
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「
入
管
法
」
と
い
う
）

（五）

脊
証
（
ヴ
ィ
ザ
）

と
い
う
言
葉
は
、
本
来
、

人
の
入
国
を
認
め
る
義
務
が
あ
る
、 一

般
的
福
祉
ま
た
は
本
質
的
な
制
度
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
国
家
は
そ
の
外
国

と
の
見
解
で
あ
る
。

査
証
お
よ
び
査
証
発
給
権
の
法
的
性
質

る
旨
を
そ
の
文
書
に
公
式
に
裏
書
き
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
査
証
の
法
的
性
質
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
な
移
民
法
系
の
国
と
大
陸

法
系
の
国
で
は
異
な
る
。

の
許
可
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
同
国
の
脊
証
を
所
持
す
る
外
国
人
に
対
し
て
も
、
入
国
時
点
で
改
め
て
人
国
審
脊
↓
ー

局
の
審
社
を
行
う
（
二
咀
審
査
〔
D
o
u
b
l
e
C
h
e
c
k
]

の
原
則
）
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
上
、
査
証
は
「
外
国
人
が
合
衆
国
の
領
域
内

に
く
る
前
に
、
且
つ
、
人
同
を
申
請
す
る
前
に
、
合
衆
国
に
入
国
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
、
適
格
か
ど
う
か
を
予
め
審
査
す
る
行
為
」
と

さ
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
入
国
審
脊
官
は
、
日
本
国
領
事
官
の
府
証
を
所
持
す
る
外
国
人
が
出
人
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
ド
、

に
定
め
る
上
陸
条
件
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
在
を
行
い
、
当
該
外
国
人
が
上
陸
条
件
に
適
合
し
て
い
る

と
認
定
す
る
場
合
、

は
じ
め
て
上
陸
を
許
可
し
て
い
る
。
外
国
人
の
出
入
国
管
理
に
お
い
て
二
重
審
在
を
実
施
し
て
い
る
合
衆
国
や
日
本

に
お
い
て
は
、
外
国
人
は
脊
証
を
受
け
て
い
る
だ
け
で
入
国
を
許
n
J
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

証
は
、
国
外
の
領
事
官
の
発
給
す
る
入
国
の
仮
許
可
証
と
い
う
性
格
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。

日
本
で
は
、
査
証
の
意
義
、
発
給
要
件
、
効
力
等
に
つ
い
て
、
法
令
上
な
ん
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
実
務
上
、
「
査
証
」
と
は
、
本
邦

に
入
国
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
に
対
し
、

国
人
が
国
家
の
公
共
の
安
全
、

日
本
国
領
事
官
等
が
所
定
の
方
針
に
従
い
当
該
外
国
人
の
所
持
す
る
旅
券
に
付
与
す
る
上
陸
条

件
を
満
た
す
旨
の
認
定
の
表
示
と
し
て
の
裏
書
き
を
い
い
、

入
国
（
上
陸
）

パ
ス
ポ
ー
ト

一
応
人
国
の
推
せ
ん
状
で

こ
う
し
た
諸
国
に
お
い
て
脊

（
旅
券
）
等
の
文
書
を
吟
味
し
、

そ
れ
が
適
当
で
あ
り
正
式
の
も
の
で
あ

四
六
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こ
れ
に
対
し
、
大
陸
法
系
の
諸
国
で
は
、

入
国
す
る
外
国
人
に
対
し
二
重
審
杏
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
森
証
は
入
国
許
可
証
と
し
て

の
効
力
を
一
応
も
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
諸
国
で
も
、
脊
証
を
発
給
し
た
外
国
人
に
対
し
て
国
境
で
人
国
管
理
を
行
う
こ
と

は
妨
げ
ら
れ
ず
、
査
証
の
発
給
は
外
国
人
に
絶
対
的
な
滞
在
権
を
付
与
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、
脊
証
は
最
終
的
な
入
国
許
可
証
と
は

い
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
脊
証
の
意
義
は
同
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

四
七

日
本
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
形
式
的
に
は
人
国
の
仮
許
可
証
な
い
し
は
一

応
人
国
の
推
せ
ん
状
に
す
ぎ
な
い
が
、
実
質
的
に
は
人
国
・
滞
在
許
可
そ
の
も
の
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。

民
局
や
国
境
警
察
な
ど
を
発
給
機
関
と
す
る
国
も
あ
る
が
、

で
発
給
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

査
証
の
意
味
・
内
容
は
国
に
よ
っ
て
一
様
で
な
い
た
め
、
査
証
を
発
給
す
る
機
関
も
国
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
内
務
省
の
移

一
般
的
に
は
究
証
の
発
給
は
外
務
省
の
権
限
と
さ
れ
、
入
国
前
に
在
外
公
館

涵）

日
本
で
は
、
外
務
省
設
置
法
に
お
い
て
、
牡
証
の
発
給
は
外
務
省
の
権
限
と
さ
れ
る
（
第
五
条
九
号
）
。

そ
も
脊
証
は
客
観
的
な
事
実
の
証
明
と
い
っ
た
繭
束
的
な
も
の
で
は
な
く
、

た
だ
し
、
同
条
に
列
挙
さ
れ
る

外
務
省
の
権
限
の
行
使
は
、
「
条
約
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
及
び
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば

（
加
）

な
ら
な
い
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
「
有
証
を
付
与
す
る
か
否
か
は
、
特
段
の
条
約
、
取
決
め
等
が
な
い
限
り
、

国
際
慣
習
法
t
‘
E
権
国
の
広
範
な
自
由
裁
州
に
よ
っ
て
決
定
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
在
証
発
給
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
①
「
公
証
行
為
」
な
い
し
「
確
認
行
為
」
と
み
る
見
解
や
、
②
そ
も

ま
た
、
「
判
断
の
表
ポ
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
事
実

あ
る
、

（川）

と
い
わ
れ
る
。
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法
に
反
し
な
い
限
り
、

外
務
判
闊
の
自
由
裁
惜
に
属
す
る
、

4
L
¥
^
L
)
。

＿
｝
）

l
 

①
の
よ
う
に
外
務
判
局
に
脊
証
発
給
に
関
す
る
自
由
裁
情
を
必
ず
し
も
認
め
な
い
見
解
と
、

由
裁
填
に
属
す
る
と
み
な
す
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

査
証
の
発
給
要
件
方
は
、

』

と
す
る
点
は
承
認
し
て
い
る
。

後
者
の
見
解
で
も
、

(
6
)
山
本
パ
l
.. 
llLJ
際
怜
帖
権
い
機
徒
と
そ
り
限
料
L

ふ
沢
↓
・
内
田
久
叶
編
り

1
際
法
り
見
本
間
切
ー

．． 

じ

．． 

八
貞

(ti也
閣
、

(
7
)
 H
e
l
m
u
t
 S
t
e
i
n
b
e
r
g
e
r
,
 
S
ミ
ご
、
ミ
g}～
[

v, 
in 
10 
E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
 o
f
 P
u
b
l
i
c
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
L
a
w
,
 3
9
,
.
 
-
4
0
8
 
(
1
9
8
7
)
＇ 

(
8
)
樋

1
阻

．． 
佐
藤
f
~
沿
．
巾
村
胚
男
・
油
部
法
穂
圧
注
釈

1
1本
l
t
l
屯
法
（
ド
巻
）
」
．
四
九
四
：
四
九
五
百
（
（
青
林
内
院
、
．
几
八
八
）
。

(
9
)
巫
中
四
日

11会
衆
ふ
院
，

r閃
委
日
谷
議
録
”
中
六
り
、
附
相
八
年
月
四

11
、
八
頁
、
林
修
：
．
内
閣
仏
制
屈
長
目
笞
介
。

(
1
0
)
[
ぃ
江
釈

11
本

1
忍
法

(

4

卜
在
）
ド
、
伯
掲
汀
(
8
)
、
／
几

0
0貞。

(
1
1
)
p
l

石
沢
雄

i
d条
約
0
日
内
適
／
llJ
椛
竹
，

．．
 

九
＇
ー
・
パ
〗
貞
（
打
斐
閣
、
・
九
八
几
）
。

(12)
ア
ル
ト
マ
ン
教
授
ト
件
に
お
い
て
、
被
告

rriは
次
の
よ
う
に
、
じ
張
し
た
。

1

現
在
い
国
際
什
会
に
お
い
て
は
、
国
家
い
、
王
権
の
付
在
を
削
提
と
し
て
お
り
、

日
本
川
民
と
外

l
人
と
の
間
に
は
、
国
家
の
構
成
日
で
あ
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
川
簡
の
打
無
と
い
う
点
に
お
い
て
雄
本
的
な
芯
異
が
あ
る
以
じ
、
外
囚
人

が
我
が
日
に
滞
在
す
る
場
合
に
、
日
本
国
民
と
は
沢
な
る
染
件
を
嬰
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
ご
く
刈
然
の
こ
と
で
あ
る
L

（
被
告
準
備
内
面
（
、
平
成
几
年
．．
 

j

L
ー
、
＼

f
表）。

（
い
）
汁
川
健
太
郎
「
内
外
人
平
等
加
則
と
品
位
を
似
つ
け
る
取
扱
い
の
繁
ル
」
ジ
ー
リ
ス
ト
八
一
．
六
号
一
．
九
頁
(

1

九
八
四
）
口
永
住
者
の
権
利
IL

所
収
、

□

九

.• 
:
1
|
t
‘
-
L
し
・
）
ノ
。

．
一
頁
以
卜

(
1
1
I
l
f
-
）
）
.

(14)
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
第
．．
 

八
条
お
よ
び
同
付
屈
内
第
九
珀
、
川
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
第
じ
条
―

.ii
項
、
な
ら
び
に
日
米
通
商
航

海
条
約
第
．
条
二
川
、
筈
が
こ
の
具
体
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
（
春
川
刊
占
＂
パ
ス
ポ
ー
ト
と
ビ
ザ
の
知
識
」
二
八

1

7

貝
注

(
3
)
（
有
斐
閣
、

1

九
八
七
）
。

（
い
）
＂
斤
田
健
太
郎
，

11
本
に
お
け
る
外
日
人
の
国
際
法
卜
の
権
利
と
義
務
，
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
し
じ
号
：
・
-
．
貞
(
-
九
八
じ
）
〔
で
水
住
者
の
権
利
ー
、
前
掲
注
（
い
）
、

・
・
・
一
：
・
-
頁
以
ド
，

0

斤
ハ
又.Il" 

(16)
闘
野
雄
1

7

全
叶
新
版
・
日
際
法
概
ム
暉
l

：
一
六
九
頁
（
弘
文
常
、

q

し
＼
尺
）
。

{
｝
）
｀
/
 

国
際
条
約
や
国
際
間
習

②
の
よ
う
に
外
務
中
ー
局
の
政
治
・
外
交
的
自

判
断
や
認
識
判
断
で
は
な
く
、

実
態
は
む
し
ろ
「
価
伯
判
断
」
で
あ
る
、

＇ 

1
1
}
 

と
の
見
解
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

脊
証
の
発
給
に
つ
い
て
は
、

n
¥
 

＂＞） 
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四
九

が
す
る
。
他
国
へ
の
人

1
を
伴
わ
な
い
出

1
の
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
自
由
権
規
約
お
よ
び
但
弄
人
権
胄
：
―

．．
 

9

が
定
め
る
制
限
に
の
み
従
う
こ

こ
う
し
た
若
察
に
も
と
づ
き
、
国
際
法
は
人
国
の
間
題
を
綿
密
か
つ
波
実
に
検
吋
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
、
と
の
怠
見
を
特
別
報
告
者
は
控
え
め
に
提

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

外
国
人
が
他
国
に
人
国
す
る
法
的
権
利
を
も
た
な
い
と
い
う
れ
実
は
、

こ
れ
を

1
実
と
し
て

1
家
は
自
国
民
の
出
国
を
繁
止
す
る
日
由
を
も
つ
こ
と
を
紅

は
限
ら
な
い
。

反
対
に
、

人
国
に
つ
い
て
の
自
由
な
方
針
と
他
囚
へ
の
人
川
に
関
す
る
種
々
の
使
刊
は
、

出
国
権
の
実
現
に
向
け
て

JJ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

両
者
は
関
連
す
る
。

o
w
n
.
 
a
n
d
 t
o
 r
e
t
u
r
n
 t
o
 his c
o
u
n
t
r
y
,
 

ー^。
r
lジ

(21)
出
国
の
権
利
は
他
国
領
域
へ
の
人
国
を
保
間
す
る
も
の
で
は
な
い
。

利
を
も
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

ヽ

も
っ
と
も

あ
る
者
が
あ
る
国
へ
の
人
国
を
拒
否
さ
れ
て
も
、
他
国
が
同
様
の
こ
と
を
す
る
と

し
か
し
、

人
国
と
出
国
の
権
利
は
、

法
的
に
は
巽
な
る
が

人
国
の
制
限
は
出
国
の
権

ム
バ
ン
ガ
・
チ
ポ
ヤ
報
告
内
に
つ
い
て
は
、
阿
部
納
己

③
」
法
研
論
集
（
口
よ
佃
田
大
学
大
学
院
）
五
↓
．
＿
口
げ
．
し
ハ
ー
．．． 

貞
（
／
几
几

0
年）、

に
帰
る
権
利
」
法
律
時
報
六
二
巻
七
号
（
／
几
九

O
)
参
照
。

(20) D
r
a
f
t
 d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 o
n
 f
r
e
e
d
o
m
 a
n
d
 n
o
n
 
1
 d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 in r
e
s
p
e
c
t
 t
o
 t
h
e
 right o
f
 e
v
e
r
y
o
n
e
 t
o
 l
e
a
v
e
 a
n
y
 c
o
u
n
t
r
y
.
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 his 

前
掲
注

(19)
、

U. "!¥. 
D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
S
u
b
.
 2
/
1
9
8
8
/
3
5
/
 A
d
d
.
 1
 0
9
8
8
)
 

(17)
最
裔
裁
判
所
大
法
廷
判
決
．
九
じ
八
年
□

□

月
四

11
民
集
ー
.
ー
-
．
巻
七
号
二
：

1

・
・
＿
頁
。
マ
ク
リ
ー
ン
判
決
に
つ
い
て
は
、
山
ド
泰

f
ぶ
介
国
人
の
政
治
活
動

の
自
由
と
在
留
期
間
の
吏
新
L

文
求
女

f
短
期
大
学
紀
要
[
:
冒
汀
一
ヒ
九
頁
（
．
九
八

0
)
、
関
野
昭
↓
「
在
留
期
間
吏
新
ト
許
叶
処
分
判
決
を
め
ぐ
っ
て
ー

ジ
ュ
リ
ス
ト
」
ハ
八
，
一
号
五
．
貞
(

1

九
じ
几
）
、
村
瀬
い
也
「
渉
外
判
例
研
究
ー
ジ
上
リ
ス
ト
六
九
五
号
一

．．
 

九
頁
（
：
九
七
九
）
、
汀
橋
崇
「
外
国
人
の
政

ジ
J

リ
人
卜
附
和
h
:．． 
什
度
巾
要
判
例
解
説
．
八
貞
（
／
几
七
八
）
、
斉
藤
諮
夫

7

外
川
人
の
政
治
活
動
い
自
由
ー
別
冊
ジ

L

リ
ス
ト
9
四

．
四
頁
（
一
九
八
八
）
。
藤
馬
附
太
郎
バ
止
留
外
［
人
と
政
治
活
動
の
自
由
芥
L

民
鼎
払
雑
晶
八
．
巻
q.
い
万
八
．
＾
頁
（
．
九
八

0
}
~
e
s
0
~
r
n
.
 
ミ～（

4

I

[

（
こ
、
ミ
ミ
～
ミ
～
：
（
）
ミ
ニ
（
き
1
h
]

S
u
b
.
 2
/
1
9
8
8
/
3
5
 (
1
9
8
8
)
.
 

邦
訳
は
、

中
ー
該

1
家
の
，
日
山
故
州
に
ゆ
だ
れ
ら

治
活
動
の
自
由
L

法
判
例
百
選
ー
（
第
：
版
）

五
）
、
参
照
。

（
い
）
被
告
国
も
、

1
1際
間
習
法
し
も
、
憑
法
卜
も
、
国
家
は
外
国
人
を
白
川
内
に
受
け
人
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

れ
て
い
る
」
と
‘E
張
し
た
（
被
生
11

屯
備
内
血
（
、
平
成
．
JC
年
：

0

日月

4.011
、
じ

r表
）
。

(19) C. L. 
C. ;
¥
l
u
b
a
n
g
aー

C
h
i
p
o
y
a
.
A
,
 ～ミ<
s
i
s
Q
f
[
l
~
(
J
(

、
ミ
、
ミ
ミ
[
rこ
～
（lン
（
ミ

d
d
2
ぺ
l
o
p
n
~
(

＂
]
~
I
S
n
g

ミ
、
(
l
i
}
i
g
f
l
~
(
)
‘
~
g
l
~
[
h
o
l

ミ
ミ
ベ
：
（
ミ
，
V
（
•
(
）
ミ
～
h
，
9
h
i
d
u
d
i
n
g

ミ～
d
s
ミ
芦

{)[l
ミ
、
ミ
gl~l
、
ミ
、
（
・
ミ

2.（
ざ
ミ
さ
弓
ミ
、
izi
羹
flミ、
(fr()
m
.
 
l!. N• 

D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 -1
/
 

「
出
日
の
自
巾
に
関
す
る
；
考
察
1

そ
の
史
的
展
開
と
紐
義
•
本
竹

岡
本
雅
亨
ー
9

出
国
・
帰
川
の
権
利
宜
．
5

い
と
定
住
外
国
人
の
比
住
川

岡
本
、

ui-_U~ 
"
r
-
"
r
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1

人
国
」

と
を
条
件
と
し
て
、

い
ず
れ
か
の
日
へ
の
人

l
と
向
か
い
合
う
詞
様
の
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
国
の
権
利
を
い
っ
そ
う
紅
味
の
あ
る
も
の
と
す
る

こ
と
は
、
国
際
法
の
領
域
に
属
す
る
と
ぢ
え
る
べ
き
で
あ
る
。
白
由
権
規
約
や
間
昇
人
権
9

日
：
＾
け
の
容
認
す
る
制
限
は
、
川
家
に
卜
分
な
保
町
を
り
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

(22)
阿
部
、

(25)
阿
部
、

現
在
川
家
が
抱
い
て
い
る
お
そ
れ
は
、

削
掲
注

(19)
、

削
褐
注

(19)
、

(26) .'.'Jafziger. 

自
国
の
公
共
の
安
令
、

と
結
扁
づ
け
る
。

り

4
q
•
I
\

、

汀
い
府

fiJ
．
忍
法
の

1
点

(29)
川
似
謙

1

（
い
）
人
行
法
で
は
、

と

＊

尋

0
頁。

q

^

)

4

▲^

i‘
。

~
-
、

9

-
i
(
-
.
1
'
 

3
i
J
.
I
‘
 

(2)IIイ

(24) M
u
b
a
n
g
aー

C
h
i
p
o
y
a
.
s
 ~～百こ旦
1
9
.

p
a
r
a
.
 3
1
9
.
 

ー、°

．．． 

•9 

ノ

―

ー

d

-

』

根
拠
が
な
い

(.:Vlubanga
ー
C
h
i
p
o
y
a
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 1
9
,
 

p
a
r
a
s
.
 3
2
1

ー3
2
2
.
)
。

国
人
の
人
口
に
つ
い
て
、
．
L
怖
囚
家
は
日
由
故
＇
小
を
も
っ
と
り
．
般
川
際
法
の
即
解
に
疑
間
を
抱
き
、

塁
(
]
Gミ
ミ
、
ミ

A
(
h
ミ
乞
ミ
～
ミ
し
卜4
[
i
（ぎ
l
[ミ
こ
、

I
ミ
ミ
ミ
h.（）ミこ」～～（一、

77
A
m
.
 J.
 
Int ,
 

1. 
L. 8
0
4
,
 
8
4
5
-
8
4
7
 (
1
9
8
3
)
.
 
こ
の
向
文
は
、
外

外
川
人
の
人

1
に
閃
し
学
況
お
よ
び
川
家
実
い
を

lft

史
的
に
叶
細
に
分
析
し
、
国
家
は
あ
ら
ゆ
る
外
国
人
が
目
国
領
卜
に
人
る
の
を
拒
む
絶
対
的
な
権
利
を
も
っ
と
い
う
命
粗
は
普
及
し
て
い
る
か
、
歴
史
的

t

識
す
べ
き
で
あ
る
と
、
じ
張
す
る
。

そ
し
て
、

た
は
法
学
|
u
J
仙
礎
を
は
と
ん
ど
も
た

f
、
し
た
が
っ
て
、
川
家
は
す
べ
て
の
外
川
人
を
排
除

t
る
権
利
を
打
す
る
と
い
う
命
粕
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
認

外
川
人
の
人
川

1

般
の
間
粕
は
口
際
払
ー
の
制
約
の
卜
に
mitt
か
れ
る
こ
と
を
承
認
し
、

．
般
的
糾
祉
ま
た
は
本
竹
的
な
制
度
に
対
し
巾
大
な
危
険
を
も
た
ら
さ
な
い
外
川
人
の
人
川
を
認
め
る
限
，
几
的
な
義
務
を

11す
る
、

(27)
日
本
の
心
仏
学
昇
て
は
、
外
川
人
の
人
口
の
白
由
に
つ
い
て
、
中
砥
法
第
．

1

．
↓
条
は
外
川
人
の
人
川
の
自
由
を
保
仰
し
て
お
ら
ず
、

の
人
［
の
規
制
は
、

r杵
の
屈
性
と
し
て
囚
家
り
絨
吊
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
り
が
迎
況
で
あ
る

ー・

1
,．f
、•• 
、

:
L

：
こ
＼
▲

L

：
こ
し
．
ー
、

1
.
i
:
~

．．
 
じ、

-

I

t
バ
ノ

.:K5,1 

ー
本
I
f砧

u
(
|
j
L
)□
l
)
|
l
)
＇
ー
ノ
ー
ー
林
，
~

則
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
厭
則
的
に
外
国
人
い
出
人

I
の
自
由
を
認
め
た
の
ち
に
、
川
家
い
独
立
と
安
仝
を
侵
す
か
あ
る
い
は
公
庁
良
俗
に
反
す
る
現
実
か
つ

明
白
な
お
そ
れ
が
あ
る
外
川
人
の
人
川
を
拒
否
す
れ
ば
足
り
る
ー

（
新
版
）

じ
一
ぃ
日
（
（
．
九
八
几
）
）
。

ー
ト
し
た
上IIL 
と
を
区
別
し
て
お
り
、

：
九
八
四
〗
）
。
L
こ
寸
し
、

i
i
文

こ

と
じ
張
す
る
，
翌
広
予
者
も
あ
る

11
本
の
領
水
内
に
人
る
こ
と
を

「
人
国
い

通
ー
拗
＾

（
か
ー
ー
―

J
し
枯
J
.
I
"

ぐ、

、
J

L
，
 

ー

~
 

し工~
ー
，

国
際
悧
虹
白
払
卜
、

．
仇
藤
ャ
沿
・
中
村
睦
男
・
油
部
払
釉

「
今
日
の
川
際
的
な
人
権
の
灼
巾
と
自
由
往
来
の
加

（
作
間
忠
雄
「
外
1
人
の
状
本
的
人
権
」
ジ
~
リ
ス
ト
増

(28)
山
崎
公
卜
「

lFl外
旅
行
の
際
の
旅
訂
文
ド

1
f続
簡
索
化
の
動
，
9
（
.. 9
J
C
)

ー

東
11

小
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
／
じ
lt]1
号
．． 

O
＾
＾
|
 ．．
 

O71[11( 

ー
ア
メ
リ
カ
合
衆

1
に
お
け
る
外
川
人
出
人
日
符
即
い
実
訓
的
研
究
ー
払
務
研
究
報
生
口
内
第
四
．．
 

＂
本
第
几
号

4

八
九
頁

ヽ
~
ヽ
｀
ヽ

と
し
し

•
L
i

し
ヽ
）
。

(
：
)
ナ
ノ

こ
人
る
こ
と
を

.l •• 
7
1
'
1
 

^
μ
.
l
>
 

五
〇

ー
ト
」
喉
＿fi
、

L

川
家
は
、

外
川
人

i

L
じ
尺
）
。

(
-
J

ノ
｝） 
‘
 

と
し
―
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指紋押捺拒否を耶由とする再人国のイ漏午l1Jおよびi"f.,JlE取梢と国際法（山崎）

こ
よ
、

~
ー'
~
,
1

有
効
な
旅
券
よ
た
は
乗
員

f
帳
を
所
持
す
る
の
み
で
足
り
る

行
政
巾
件
裁
判
例
庄
．．．．．． 
在
．

1
L
J
{

▲
•
こ

L
:
.
^
＾
ー
、
。

rt 

.

.

.
-
）
 

i
9
.
 

l

』

（
人
管
法
第
．
一
咽
）
。
「
人
国
L

要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

五
）
①

ti効
な
旅
券
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
、
②
在
証
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
旅
券
に
打
効
な
介
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
③

t
陸
中
山
に
係
る
在
留
資
格

に
該
中
ー
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
④
卜
陸
拒
否
巾
由
の
い
ず
れ
に
も
該
竹
し
な
い
こ
と
（
人
管
法
第
し
条
、
第
一
＾
条
の
．

1

、
お
よ
び
第
几
条
）
。

（
翌
山
崎
、
前
掲
注

(28)
、
．．
 

O
 ．
． 
一貞。

（
四
人
管
法
第
六
条

m（
に
、
本
邦
に
人

1
し
よ
う
と
す
る
外
日
人
は
、
打
効
な
旅
券
で
日
本
川
釦
巾
官
の
行
訓
を
受
け
た
も
の
を
所
特
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
L

と
規
定
し
、

M
法
第
じ
条
．
項
＾
号
に
人
川
審
介
官
の
じ
辟
条
件
帝
在
の
項
目
と
し
て
、

7

（
外
国
人
）
の
所
持
す
る
旅
券
及
び
、
介
証
を
必
要
と
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
り
え
ら
れ
た
牡
訛
が
什
効
で
あ
る
こ
と
。
」
と
規
定
し
、
ま
た
外
務
省
設
叩
い
法
第
四
条

．．． 
一
号
に
外
務
省
の
所
掌
巾
務
と
し
て
、
ぶ
且

訛
に
関
す
る
こ
と
L

が
掲
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
同
法
第
五
条
九
号
に
外
務
省
の
権
限
と
し
て
、
「
旅
券
を
発
給
し
、
及
び
牡
証
す
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。

扇
）
春
川
、
前
褐
注

(14)
、
一
二
八
貞
。

品
）
山
崎
、
前
掲
注
(
2
8
)

、

-
•
O
-

．
1

頁
。

(36)
存
田
、
前
掲
注

(14)
、
二
／
几
頁
。

(37)
同
れ
、
二
四
七
頁
。

(38)
前
掲
注
（
⑬
）
を
み
よ
。

(39)
「
[
…
…
に
関
し
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
定
に
よ
る
い
と
い
う
規
定
が
払
律
中
に
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
条
約
の
[
几
め
が

中
ー
該
法
律
に
艇
先
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
中
ー
然
で
あ
る
。
」
（
成

1
頼
明
バ
国
際
化
と
行
政
法
の
課
姐
ー
成
田
・
園
部
・
金

f
．
塩
野
・
小
11
卜
川
編
雄
川
一

郎
先
生
献
閑
論

l

9行
政
法
の
諸
間
題
ド
」
八
六
頁

(ii斐
閣
、
一
九
九

0))
。

(40)
昭
和
五
七
年

1

二
月
：
＾

0
日
決
定
、
昭
和
五
し
年
（
行
ク
）
第
八
．．
 

号
執
行
倅
止
巾
立
巾
件
、

(41)
春
川
、
前
掲
注

(14)
、
．．
 

九
．．
 

1
 

．．
 

九
＾
．
頁
。

~.I‘ 

今

．．
 

ヽ^
1

．ー、。

（
同
第
：
；
一
条
）
が
、
「

t
陸」

五 す
る
に
は
次
註
に
ぷ
す
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(1) （一）
る。

一
般
国
際
法
上
、
国
家
は
外
国
人
の
人
国
を
許
す
か
ど
う
か
を
自
由
に
決
め
る
権
限
を
打
す
る
か
否
か
は
、
卜
述
の
よ
う
に
必
ず
し
も

を
前
も
っ
て
約
束
す
る
特
別
な
条
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
家
は
条
約
L
の
義
務
と
し
て
、
門
該
外
国
人
の
人
国
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
日
米
通
商
航
洵
条
約
が
こ
こ
に
い
う
特
別
な
条
約
に
該
灯
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
国
は
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
人
を
原
則
と
し
て
入
国
さ
せ
る
義
務
を
詞
条
約
卜
白
っ
て
い
る
。
以
ド
に
、
同
条
約
の
関
連
条
文
ご
と
に
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す

第
一
条
関
係

明
白
で
は
な
い
。

し
か
し
、

仮
に
国
家
が
か
か
る
自
由
を
打
す
る
と
し
て
も
、

国
家
間
に
、
吐
い
に
相
手
国
の
日
民
の
人
国
を
許
す
こ
と

外
務
大
臣
の
裁
量
権
の
制
約

日
米
通
商
航
海
条
約
に
も
と
づ
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
入
国
権
と
法
務
大
臣
お
よ
び

第
一
条
一
項
い
関
係

日
米
通
商
航
海
条
約
は
第
一
条
一
項
に
お
い
て
、
「
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
も
、
田
両
締
約
国
の
領
域
の
間
に
お
け
る
貿
易

を
営
み
、
店
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
商
業
活
動
を
行
う
日
的
を
も
っ
て
、
⑮
↓
~
該
国
民
が
相
当
な
額
の
資
本
を
投
ド
し
た
企
業
杓
し
く

は
当
該
国
民
が
現
に
相
↓
~
な
額
の
資
本
を
投
ド
す
る
過
程
に
あ
る
企
業
を
発
展
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
企
業
の
運
営
を
指
揮
す
る
目
的
を

も
つ
て
、
又
は
い
外
国
人
の
人
国
及
び
在
留
に
関
す
る
法
令
の
認
め
る
そ
の
他
の
日
的
を
も
っ
て

(
f
o
r
o
t
h
e
r
 p
u
r
p
o
s
e
s
 s
u
b
j
e
c
t
 t
o
 t
h
e
 

五
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指紋押捺拒否を即由とする再人[E]のイ％午11Jおよび在証収泊と IE]際法（山崎）

従
来

「
条
約
商
人
」

に
の
み
認
め
て
い
た
粁
訛
の
特
権
を

7

条
約
投
資
家
し

五

に
も
付
り
す
る
点
が
日
米
間
の
＇
通
商
航
洵
条
約
の
特
色
で
あ

該
国
民
が
実
質
的
な
投
資
を
行
っ
て
い
る
企
業
の
発
展
ま
た
は
連
常
を
指
揮
す
る
日
的
の
た
め
人
国
す
る
者
に
対
し
介
訛
の
特
権
を
保
仰

す
る
条
項
（
第
一
条
二
唄

5
)
は
そ
の
他
の
諸
国
と
の

M
種
い
条
約
に
は
み
ら
れ
な
い
規
定
で
あ
る
」
と
の
説
明
が
み
ら
れ
る
。

し
よ
、

こ
オ

t

お
り
ま
す
。

そ
の
第
一
項
に
お
き
ま
し
て
、

説
明
を
行
っ
た
外
務
省
の
債
川
経
済
り
長
（
灯
時
）
は
、

「
第
一
条
に
お
き
ま
し
て
は
、

人
国
、

居
住
及
び
滞
在
の
条
件
を
規
定
い
た
し
て

う）

に
つ
い
て
も
入
国
・
在
留
を
認
め
て
い
る
。

l
a
w
s
 relating to t
h
e
 e
n
t
r
y
 a
n
d
 s
o
j
o
u
r
n
 of a
l
i
e
n
s
)
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
に
人
り
、
及
び
そ
の
領
域
に
在
留
す
る
こ
と
を
許
さ

に
つ
い
て
人
国
・
在
留
の
条
件
を
定
め
、

ま
た
い
項
で
は
廂
業
活
動
ま
た
は
投
賓
活
動
以
外
の
目
的
の
者
（
以
ド
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
い

こ
こ
で
間
題
と
さ
れ
る
の
は
、
締
約
相

F
国
民
の
人
国
・
在
留
権
に
関
し
、
い
項
お
よ
び
伽
項
と
い
項
と
の
間
に
規
定

L
の
苑
異
が

あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
日
米
通
商
航
海
条
約
の
批
准
の
承
認
を
審
議
し
た
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
条
約
の
逐
条

い
わ
ゆ
る
条
約
商
人
及
び
条
約
投
資
家
と
い
う
も
の
の
人
国
及
び
滞
在
を
保
仰
し
、
そ
れ
以

外
の
者
の
人
国
及
び
滞
在
は
、
当
市
国
の
関
係
人
国
法
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
う
と
い
う
こ
と
を
規
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
じ
院
に
お
け
る
条
約
批
准
の
承
認
の
審
議
に
あ
た
り
大
統
領
が

L
院
に
宛
て
た
内
簡
に
お
い
て
、
「
刈

い
に
相

f
国
民
の
人
国
・
在
悧
を
認
め
あ
う
規
定
で
あ
る
。

い
項
で
は
い
わ
ゆ
る

「
条
約
麻
人
」
、

⑮
項
で
は
い
わ
ゆ
る

又
歪
約
投
資
家
」

に
両
国
間
の
/
屑
緊
密
な
経
済
的
及
び
文
化
的
関
係
を
促
進
す
る
L

（
同
条
約
前
文
ご
皿
提
と
な
る
両
［
間
い
人
的
交
流
を
促
す
た
め
、

I

：
九

l
一
年
の
日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
ニ
一
条
の
規
定
に
代
わ
っ
て
日
米
間
の
経
済
関
係
を
律
す
る
基
本

的
な
条
約
と
し
て
一
九
五
ぞ
年
に
締
鮎
さ
れ
た
。

第
一
条
は
両
国
間
の

ー
伝
統
的
に
存
在
す
る
平
和
及
び
友
好
の
関
係
を
強
化
し
、

並
び

日
米
通
商
航
洵
条
約
は
、

れ
る
。
」
（
傍
線
引
用
者
）

と
規
定
し
て
い
る
。
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も
つ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

で
は
、

る
と
の
指
摘
で
あ
り
、
い
項
に
い
う
「
そ
の
他
の
者
L

に
つ
い
て
は
壺
証
の
特
権
を
付
与
し
な
い
と
の
理
解
が
こ
の
説
明
か
ら
推
定
さ
れ

こ
の
よ
う
に
、

日
米
両
国
の
議
会
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
府
に
よ
る

Ir条
約
の
説
明
か
ら
み
て
、
条
約
制
定
胄
時
日
米
の
条
約
制

定
者
は
、
「
条
約
商
人
」

お
よ
び
「
条
約
投
資
家
し

の
人
国
・
在
留
権
は
条
約
上
保
障
さ
れ
る
が
、

1

そ
の
他
の
者
」

い
て
は
締
約
国
の
入
国
法
規
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

る。

こ
う
し
た
罪
解
に
も
と
づ
き
、
い
項
に
い
う
「
そ
の
他
の
者
」

の
人
1
•
在
留
に
つ

の
入
国
・
在
留
に
つ
い
て
、
締
約
国
は
広
範
な
自
由
裁
情
を

日
米
通
商
航
海
条
約
は
前
文
に
お
い
て
、

1

両
日
の
間
に
伝
統
的
に
存
在
す
る
平
和
及
び
友
好
の
関
係
を
怖
化
し
、
並
び
に
両
国
の
国
只

の
間
の
一
屑
緊
密
な
経
済
的
及
び
文
化
的
関
係
を
促
進
す
る
」
こ
と
を
希
唱
し
、
ま
た

1

無
条
件
に
F
ナ
え
ら
れ
る
最
恵
国
待
遇
及
び
内
国

民
待
遇
の
原
則
を
一
般
的
に
韮
礎
と
す
る
」
友
好
通
麻
航
洵
条
約
を
締
結
す
る
と
謳
っ
て
い
る
。
条
約
解
釈
の
一
般
的
な
規
則
で
あ
る
条

約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
以
ド
、
「
条
約
法
条
約
」
と
い
う
）
第
．
ム
ー
一
条
に
よ
れ
ば
、
条
約
は
前
文
及
び
付
属
内
を
含
む
条
約
文
等

の
文
脈
に
よ
り
か
つ
そ
の
趣
旨
及
び
日
的
に
照
ら
し
て
り
え
ら
れ
る
用
語
の
通
常
の
意
味
に
従
い
誠
実
に
解
釈
す
る
も
の
と
さ
れ
、
条
約

の
前
文
も
こ
こ
に
い
う
文
脈
の
中
に
含
め
ら
れ
る
。
こ
の
前
文
で
一
層
緊
密
な
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
「
経
済
的
閃
係
」
と
「
文

化
的
関
係
」
に
は
、
前
文
の
文
言
上
い
さ
さ
か
の
差
異
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
締
約
国
民
の
締
約
相
手
川
へ
の

人
国
等
に
つ
い
て
、
「
文
化
的
関
係
」
の
促
進
に
つ
な
が
る
い
項
に
い
う
「
そ
の
他
の
目
的
」
を
も
つ
者
と
、
「
経
済
的
関
係
」
の
促
進
に

つ
な
が
る
い
項
お
よ
び
伽
項
に
い
う
「
条
約
商
人
」
お
よ
び
「
条
約
投
資
家
」
と
の
間
に
実
質
的
な
待
遇
上
の
差
を
設
け
る
こ
と
は
、
同

条
約
の
趣
旨
・
目
的
を
掲
げ
る
前
文
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
四

12 S4 (香法'92)



指紋押捺拒否を理由とする再人IE!0)1福午11Jおよびft,JE取消と国際法（山崎）

日
米
通
莉
航
海
条
約
の
定
め
る
人
国
・
在
留
日
的
の
法
令
適
合
性
い
か
ん
は
、

人
管
法
が
規
定
す
る
在
留
賓
格
、

1
L
;＇1
 

I
I
 

目
的
条
項

(
l法
第
四

査
証
発
給
の
法
的
性
質
は
、
当
該
外
国
人
が
主
権
国
家
へ
の
人
国
を
拒
否
す
べ
き
者
で
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
行
為
と

考
え
る
の
が
妥
中
~
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
証
の
発
給
は
外
務
胄
局
の
政
治
・
外
交
的
な
自
由
裁
址
に
属
す
る
と
の
見
解
を
仮
に
採
用
し
て

も
、
こ
の
外
務
門
局
の
権
限
は
条
約
や
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
に
し
た
が
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、

杏
証
を
付
与
す
る
か
否
か
は
、
「
特
段
の
条
約
、
取
決
め
等
が
な
い
限
り
、
国
際
慣
習
法
上
主
権
国
家
の
広
範
な
自
由
裁
耽
に
よ
っ
て
決
定

し
う
る
」
も
の
と
さ
れ
る
が
、

務
大
臣
の
裁
憤
権
は
、

日
米
通
商
航
蔀
条
約
は
こ
こ
に
い
う
特
段
の
条
約
に
該
中
l
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
究
証
発
給
に
関
す
る
外

日
米
通
商
航
海
条
約
に
よ
っ
て
枠
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
い
て
は
、
同
人
が
日
本
で
の
在
留
行
格
を
打
し
、

か
つ

11
本
へ
の
上
陸
拒
否
事
由
に
該
渭
し
な
い
場
合
に
、
同
人
に
対
し
査
証
を
発
給

し
な
い
行
為
、
あ
る
い
は
い
っ
た
ん
発
給
さ
れ
た
在
証
を
取
り
消
す
処
分
は
、

ら
し
て
、
外
務
大
臣
の
裁
耽
権
の
濫
川
で
あ
り
、
無
効
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
入
国
に

日
米
通
商
航
洵
条
約
に
よ
っ
て
日
本
国
が
負
う
義
務
に
照

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
「
日
米
通
商
航
海
条
約
第
一
条
一
項
い
に
い
う
江
尖
円
と
は
、
具
体
的
に
は
人
管
法
を
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

四

i‘ r
‘ 

A
J
 

ムノ
l
>

日
米
通
廂
航
洵
条
約
第
：
条
一
項
い
の
規
定
に
照
ら
し
て
、

同
大
臣
の
裁
情
権
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、

無
効
で
あ
る
。

人
川
さ
せ
、

そ
の
在
留
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
9

-

）

、

、

)

）

r‘

こ
ォ
し
｛
カ
カ
オ
、
↓

r‘

I
人
の
日
本
へ
り
再
人
国
を
拒
否
す
る
法
務
大
臣
の
処

五
条
に
定
め
る
じ
陸
拒
否
該
判
事
由
が
な
い
限
り
、

1
本
国
は
日
米
通
麻
航
海
条
約
第
；
条
一
項
い
の
規
定
に
し
た
が
い
同
人
を
日
本
に

留
資
格
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
が

Ir法
別
表
第
一
の
い
ず
れ
か
の
在
留
賓
格
を
打
し
、

か
つ
同
人
に
詞
法
第

に
関
す
る
法
令
」

と
は
、

日
本
で
は
具
体
的
に
は
人
管
法
で
あ
り
、

同
法
の
認
め
る

「
目
的
」

と
は
、

と
こ
ろ
で
、

）
．
ー
、
）
/
 

▼
t
L
 

C
J
i
o
 

（
 

「
そ
の
他
の
者
」
が
人
国
・
在
留
の
さ
い
、

従
う
こ
と
を
条
件
と
さ
れ
る
締
約
国
の
「
外
国
人
の
人
国
及
び
在
留

同
法
別
表
第
ー
一
に
列
挙
さ
れ
る
在

12 55 (香法'92)



と
も
、

欧
諸
国
に
お
い
て
は

「
良
心
の
日
由
」

の
解
釈
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
べ
き
間
題
で
あ
る
。
」
と
す
る
見
解
は
、
い
項
に
い
う
「
そ
の
他
の
者
」

約
よ
リ
ト
位
の
規
範
で
あ
る
法
律
の
解
釈
に
委
ね
、

つ
な
が
る
の
で
、

日
米
通
商
航
洵
条
約
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
妥
団
で
な
い
。

日
米
通
麻
航
悔
条
約
第
一
条
二
項
は
、
「
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
も
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
…
…
⑮
良
心

の
自
由
を
直

fffす
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、

商
航
海
条
約
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
規
定
で
あ
る
。

は
日
本
の
領
域
内
に
お
い
て
ー
良
心
の
自
由
」

(liberty
o
f
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
)
を
認
め
ら
れ
る
。
多
く
の
通
廂
航
悔
条
約
は
、
良
心
の
日
由

お
よ
び
礼
拝
の
自
由
に
つ
い
て
け
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
同
い
の
「
公
私
の
宋
教
卜
の
儀
式
を
行
」
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
通

そ
の
本
来
の
趣
旨
は
、

9

不
教
の
異
な
る
締
約
相

F
国
氏
（
例
え
ば
、

的
交
流
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
商
航
海
条
約
に
お
い
て
伝
統
的
に
保
仰
さ
れ
て
き
た
「
良
心
の
自
由
」
は
い

部
に
表
明
さ
れ
な
い
人
の
内
間
に
お
け
る
も
の
の
見
方
や
苔
え
方
を
ひ
ろ
く
意
味
す
る
も
の
と
み
る
の
が
妥
崎
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
西
欧
諸
国
に
お
い
て
、

「
良
心
」

由
」
の
確
立
が
す
な
わ
ち
広
く
「
良
心
の
自
由
」

の
解
放
は
教
会
権
力
か
ら
の
解
放
と
同
義
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
信
仰
の
白

の
確
保
を
認
味
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

「
良
心
の
自
由
」

の
名
に
お
い
て
狭
く
限

は
宋
教
の
自
由
の
内
容
も
し
く
は
そ
れ
と
不
nJ
分
一
体
の
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
。

も
っ

た
し
か
に
内

し
か
し
、

今
日
の
通
商
航
悔
条
約
に
：
・
ロ
及
さ
れ
る

7

艮
心
の
自
由
」

の
内
容
は

仰
の
自
由
を
そ
の
中
核
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、

カ
ト
リ
ッ
ク
国
に
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）

キ
リ
ス
ト
教

I

図

第

一

条

二

項

5
関
係

条）

「
信
仰
の
自
由
L

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
外

の
入
国
・
在
留
の
適
否
を
、
条

ひ
い
て
は
行
政
府
に
条
約
の
規
定
を
越
え
た
自
由
裁
憤
の
余
地
を
仔
え
る
こ
と
に
も

日
本
に
鼎
在
す
る
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

に
信
仰
の
自
由
、
礼
拝
の
自
由
等
を
保
仰
し
、
経
済
的
・
文
化

q
L
1

、
I
↓
/
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指紋押捺tii否を即由とする再人国のイ漏午11Jおよびft,t化取泊と IE]際仏（山崎）

条
約
じ
保
仰
さ
れ
る
個
人
の
権
利
や
自
由
を
否
定
ま
た
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

五
七

個
人
の
人
権
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、

こ

よ
び
便
宜
を
否
定
ま
た
は
制
限
す
る
余
地
が
締
約
国
に
認
め
ら
れ
る
。

締
約
国
民
は
こ
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
、

場
合
に
よ
っ
て
は
同

び
＿
•
項
に
お
い
て
締
約
国
民
相l
に
保
仰
さ
れ
る
相
f
l
K
lへ
の
人
国
お
よ
び
在
留
権
、
な
ら
び
に
相

f
国
で
の
在
留
中
の
諸
々
の
白
由
お

た
め
必
要
な
措
附
を
執
る
締
約

1
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、

M
一
項
お
よ

第
一
条
一
二
唄
関
係

人
国
拒
否
処
分
お
よ
び
い
っ
た
ん
発
給
さ
れ
た
脊
証
の
取
泊
処
分
は
無
効
で
あ
る
。

3
 日

米
通
商
航
油
条
約
第
一
条
．
こ
項
は
、

1

本
条
の
規
定
は
、
公
の
秩
序
を
維
持
し
、
及
び
公
衆
の
健
康
、
追
徳
又
は
安
全
を
保
設
す
る

っ
て
、

同
項
の
規
定
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
民
に
は
指
紋
押
捺
義
務
は
な
く
、

指
紋
押
捺
の
拒
否
を
唯
一
の
実
質
的
理
由
と
す
る
再

が
同
人
の
家
教
的
仙
念
を
古
す
る
限
り
に
お
い
て
、

同
項
に
よ
っ
て
享
打
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

「
良
心
の
自
由
」

に
属
す
る
。
よ

心
の
自
由
」

に
該
甘
す
る
。

し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
が
日
本
に
お
い
て
指
紋
押
捺
に
応
じ
な
い
こ
と
は
、

指
紋
押
捺
の
怖
制

す
る
場
合
、

こ
の
拒
否
の
内
面
的
な
桔
盤
を
成
す
9

ぷ
教
的
い
念
を
含
む
内
心
に
お
け
る
若
え
方
は
、

1
項
伽
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
「
良

与
え
る
非
人
追
的
な
制
度
で
あ
る
と
考
え
、

こ
れ
に
は
到
底
従
え
な
い
と
の
宋
教
者
と
し
て
の
艮
心
に
も
と
づ
き
指
紋
押
捺
義
務
を
拒
否

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
が
、

指
紋
押
捺
制
疫
は
名
数
り
在

11
外

1
人
に

11
本

1
籍
を
持
た
な
い
と
い
う
雌
由
で
＂
者
し
い
精
神
的
苫
痛
を

も
、
同
第
一
条
二
項
の
規
定
は
必
須
の
屯
要
な
怠
味
を
も
っ
て
い
る
。

の
間
の
二
屑
緊
密
な
経
済
的
及
び
文
化
的
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
を
希
切
主
L

す
る
と
謳
っ
て
い
る
が
、

こ
の
精
神
を
実
質
化
す
る
た
め
に

定
さ
れ
た
バ
い
仰
の
自
由
」
が
追
求
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
米
通
商
航
海
条
約
は
前
文
で
、
「
両
国
の
国
民

12 S7 (香法'Y2)



現
行
の
法
制

t
、
日
本
へ
の
人
国
拒
否
に
つ
い
て
は
人
管
法
第
五
条
が
規
定
す
る
が
、

一
定
の
犯
罪
者
、

公
の
安
全
を

具
体
的
に
は
公
衆
衛
生
を
9
口
す
る
者
、

＼
ヽ

t
‘
)

/
I
4
1ノ

O

米
両
同
の
↓
一
時
の
法
制
L
、

入
同
お
よ
び
人
国
後
の
相

f
国
民
の
取
扱
い
に
関
し
、

公
共
目
的
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、

実
質
的
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
の
内
容
は
、

I l 

関
す
る
議
論
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

次
に
条
約
制
定
者
の
認
思
で
あ
る
が
、

同
条
約
制
定
時
の

11
本
側
担
灯
者
に
よ
れ
ば
、

iJri、よ

f
r
J
t
:
lー

ゞ
—
‘

ょ
す

こ
の
条
約
の
起
ザ
早
過
利
に
お
け
る
審
議
状
況
で
あ
る
が
、

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
規
定
を
援
用
し
て
、
締
約
川
が

ま
で
を
緊
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
じ
張
す
る
見
解
が
あ
る
。

の
規
定
は
恣
意
的
に
連
川
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

う

l
i、
こ
)

;
,
fノ

ー

"
,
I
ー

し

「
公
の
秩
庁
、

公
衆
の
健
康
、

逍
徳
又
は
安
全
」
に

屈
叫
の
罪
由
を
総
合
考
応
し
て
」
締
約
相
手
国
民
の
人
国
・
在
留
を
拒
否
す
る
こ
と

こ
の
見
解
が
妥
中
ー
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
同
項
に
い
う
「
公
の

秩
序
、
公
衆
の
健
康
、
道
徳
又
は
安
全
」
（
芙
文
テ
キ
ス
ト
は
、
：
p
u
b
l
i
c
 
o
r
d
e
r
,
 
p
u
b
l
i
c
 
h
e
a
l
t
h
.
 
m
o
r
a
l
s
 a
n
d
 s
a
f
e
t
y
"
)
の
意
味
を

負
担
と
な
る
者
、
社
会
的

11古
性
の
あ
る
者
、
出
人
口
竹
刑
卜
の
岬
由
に
よ
る
者
、
国
家
的
秩
序
を
害
す
る
者
、

公
安
を
害
す
る
者
等
が
日
本
へ
の
上
陸
を
担
否
さ
れ
る
者
と
さ
れ
る
。
詞
様
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
育
証
の
発
給
お
よ
び
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
人
国
を
拒
否
し
う
る
者
の
類
刑
と
し
て
、
公
衆
衛
生
を
専
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
、

な
ら
び
に
日
本
の
利
益

古
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
、
公
共
の
負
担
と
な
る
者
、

理
法
違
反
者
等
が
詳
細
に
列
学
さ
れ
て
い
な
。

ま
た
、
退
去
強
制
に
関
し
て
、
日
本
で
は
、
有
効
な
旅
券
を
所
持
し
な
い
不
法
入
国
者
、
不
法
上
陸
者
、
在
留
資
格
外
活
動
者
、
公
共

就
労
目
的
で
人
国
し
よ
う
と
す
る
一
定
の
移
説
、
不
法
人
同
者
お
よ
び
出
人
国
管

の
負
担
と
な
る
者
、
刑
罰
法
令
違
反
者
、
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
者
、
法
務
大
臣
が
日
本
国
の
利
益
ま
た
は
公
安
を
曹
す
る
行
為
を
行
っ

1
1
1
1
¥
 

｝

｝
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i
L
L
 

1~j 

s
i
o
n
s
)
と
呼
ば
れ
る
。
市
民
的
・
政
治
的
権
利
の
保
間
と
い
う
白
由
権
規
約
の
趣
旨
お
よ
び
日
的
か
ら
し
て
、
こ
う
し
た
人
権
制
約
規
定
は

12

第
一
四
条
一
項
、

第
一
八
条
三
項
、

第
＾
九
条
：
＾
＿
項
お
よ
び
第
ニ
一
条
に
も
み
ら
れ
、

総
称
し
て
人
権
の
制
約
規
定
(
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
provi‘ 

お
い
て
必
要
な
も
の
以
外
の
い
か
な
る
制
限
も
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

と
規
定
す
る
。

同
様
の
規
定
は
自
由
権
規
約
第
ニ
一
条
二
項
、

tions)
で
あ
っ
て

:IEj
の
安
全
店
し
く
は
公
共
の
安
令
、

公
の
秩
序
、

公
衆
の
健
康
杓
し
く
は
追
徳
の
保
設
…
…
の
た
め
民
じ
的
社
会
に

―
→1

一
条
一
項
は
す
べ
て
の
者
の
結
社
の
自
由
を
規
定
す
る
が
、
同
二
項
で
は
、
一
項
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
制
限

(
r
e
s
t
r
i
c

—

有
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
他
の
条
約
、

と
く
に
人
権
語
条
約
に
お
い
て
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

自
由
権
規
約
第

と
こ
ろ
で
、

日
米
通
麻
航
洵
条
約
第
．
条
二
瑣
の

『
公
の
秩
庁
、

公
衆
の
健
康
、

逍
徳
又
は
安
全
」

の
概
念
は
通
麻
航
悔
条
約
に
特

に
い
う
締
約
日
の
権
利
の
濫
用
に
あ
た
る
。

％
す
る
者
を
排
除
す
る
こ
と
を
怠
図
す
る
も
の
と
杓
え
ら
れ
る
。
同
項
に
い
う
「
公
の
秩
庁
、
公
衆
の
健
康
、
道
徳
又
は

9
全
」
と
は
、

具
体
的
に
は
、
国
家
・
政
府
の
媒
力
的
破
壊
、
麻
薬
笠
の
経
延
、
伝
染
病
の
流
行
、
等
々
の
な
い
状
況
を
息
味
す
る
も
の
と
考
え
る
の
が

妥
胄
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
国
家
や
社
会
に
対
す
る
こ
う
し
た
危
険
が
現
実
に
生
じ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
危
険
が
生
じ
る
お

そ
れ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詞
項
を
援
川
し
て
条
約
卜
保
障
さ
れ
る
相
手
国
民
の
権
利
や
白
由
を
制
約
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
同
項

又
は
安
全
を
保
設
す
る
た
め
必
嬰
な
梢
叩
Itl

t
、
＇ 

9

-

l

，
ー
（

＇し‘

実
際
に
は
、

．^
ーし）ー、

1

ー

百

"
o
j
う
な
人

ll
（
卜
陸
）
拒
ぷ
畠
げ
川
上
た
は
退
人
怖
制
巾
由
に
該

こ
の
よ
う
に
、

日
米
両
国
の
出
人
［
特
即
法
制
を
み
る
と
、

た
者
、

徳
的
犯
罪
を
犯
し
た
者
、
麻
薬
取
締
法
規
違
反
者
、

た
と
認
定
す
る
者
等
が
列
学
さ
れ
（
人
行
法
第
＾
．
四
条
）
、

日
米
通
商
航
洵
条
約
第
/
木
．．
 

項
の

「
公
の
秩
序
、

公
衆
の
健
康
、

道
徳

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
入
国
禁
止
巾
由
の
あ
る
者
、
在
留
要
件
違
反
者
、
背

ス
パ
イ
行
為
・
破
壊
活
動
等
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
令
違
反
の
活
動
を
行
っ

テ
ロ
リ
ス
ト
、
公
共
の
負
担
と
な
る
者
等
が
列
乍
さ
れ
る
。

59 (香法'92)



2
6
世
弄
保
健
機
閃

(
W
H
o
)
の
国
際
保
健
規
則
を
ー
分
に
号
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
衆
の
健
康
は
、
住
氏
ま
た
は
そ
の
構
成
員
の
健
康
に
対
す
る
屯
大
な
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
、
国
家
が
措
附
を
と
る
さ
い
に

一
定
の
権
利
を
制
約
す
る
根
拠
と
し
て
援
川
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

病
人
の
石
設
を
厳
密
に
日
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
措
附
は
、
病
気
も
し
く
は
似
古
の

f
防、

ま
た
は
但

25 ー
公
衆
の
健
康
し

関
の
監
督
の
ド
に
お
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

2
4
公
の
秩
庁
の
維
持
に
責
任
を
負
う
川
家
機
閃
は
、

そ
の
権
限
の
行
使
に
あ
た
り
、

茂
食
、

ぢ
m
.
ノ

裁
判
所
そ
の
他
権
限
あ
る
独
立
い
機

23

公
の
秩
庁
は
、

こ
れ
を
根
拠
と
し
て
制
約
さ
れ
る
特
定
の
人
権
の
日
的
の
文
脈
で
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

連
の
韮
本
的
諸
厭
則
と
定
義
で
き
る
。

人
権
の
咋
巾
は
公
い
秩
庁
の

4

部
で
あ
る
。

2
2
自
由
権
規
約
の

ベ
ム
の
秩
庁
ー
と
い
う
表
現
は
、

社
会
の
機
椛
を
確
保
す
る
諸
規
則
の
総
体
、

ま
た
は
社
会
の
梢
礎
を
な
す

「
公
の
秩
庁
L

「
公
衆
の
健
康
」

(
p
u
b
l
i
c
h
e
a
l
t
h
)
、

次
の
よ
う
に
宣
明
す
る
。

p
u
b
l
i
c
)
、

（
以
卜
、

一
九
八
四
年
に
発
表
さ
れ
た

．
）
 

定
に
関
す
る
シ
ラ
ク
サ
原
則
L

「
＾
ー
、
リ
一
と
)
う
）
ヽ

,LrJ1‘ 

／
 

f
 

+

Jー
／

ー

一
シ
ラ
ク

は
、
自
由
権
規
約
に
い
う
バ
ム
い
秩
庁
」

(
p
u
b
l
i
c
o
r
d
e
r
,
 
o
r
d
r
e
 

バ
ム
衆
の
珀
徳
」

(
p
u
b
l
i
c
m
o
r
a
l
s
)
な
ら
び
に
ベ
ム
の
安
全
」

(
p
u
b
l
i
c
s
a
f
e
t
y
)

に
閃
し
、

こ
れ
に
関
連
し
て
、

ー
巾
氏
的
及
び
政
治
的
権
利
に
閃
す
る

ILl際
規
約
の
制
約
規
定
お
よ
び
効
力
位
止
規

厳
密
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

締
約
［
に
よ
る
恣
認
的
な
連
用
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

六
0
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べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

「
公
衆
の
道
徳
」
、

お
よ
び

「
公
の
安
全
」

__ L,  

/¥ 

序」、

「
公
衆
の
健
康
」
、

の
概
念
は
前
記
の
よ
う
に
極
め
て
厳
格
か
つ
限
定
的
に
解
釈
・
適
用
す

日
の
も
っ
と
も
伯
頼
し
う
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ぷ
す
も
の
で
あ
る
。

る
場
合
に
の
み
、
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

約
を
課
す
る
た
め
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
概
念
は
、

こ
れ
の
濫
用
に
対
す
る
適
切
な
保
護
と
実
効
的
な
救
済
が
存
在
す

34 

こ
の
概
念
は
、

保
護
を
意
味
す
る
。

3 3 28

国
家
の
裁
札
の
余
地
は
、

自
由
権
規
約
が
定
め
る
無
凡
別
い
瓶
圃
に
は
適
川
さ
れ
な
い
。

と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

家
は
、

27 「
公
衆
の
道
徳
」

公
衆
の
道
徳
は
時
に
よ
り
、

二
心
の
裁
情
の
余
地
を
も
っ
と
は
い
え
、

「
公
の
安
全
」

ま
た
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
、
人
権
を
制
約
す
る
根
拠
と
し
て
公
衆
の
逍
徳
を
援
川
す
る
国

そ
の
社
会
の
址
本
的
な
価
値
を
維
持
す
る
た
め
中
ー
該
制
約
が
不
llJ
欠
で
あ
る
こ

公
の
安
全
と
は
、
個
人
の
安
全
、
個
人
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
険
、

あ
い
ま
い
な
ま
た
は
恣
怠
的
な
制

ま
た
は
個
人
の
財
産
に
対
す
る
重
大
な
担
宵
か
ら
の

公
の
安
全
を
ま
も
る
必
要
性
は
、
法
律
の
規
定
す
る
制
約
を
正
山
丑
化
す
る
。

シ
ラ
ク
サ
原
則
は
世
界
的
に
翡
名
な
日
際
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
自
由
権
規
約
の
人
権
制
約
規
定
に
関
す
る
今

こ
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
シ
ラ
ク
サ
原
則
に
お
い
て
も
、

「
公
の
秩

12 61 (香法'92)



四

は） (f) (e) (d) (c) (b) 

す
る
。

人
手
し
た
時
か
ら
五
年
を
超
え
て
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

の
み
、

「
必
要
な
」
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

ム
バ
ン
ガ
・
チ
ポ
ヤ
に
よ
る
「
出
国
・
帰
国
の
権
利
宣
け
箪
案
」
第
七
条
い
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
自
国
を
含
む
い
ず
れ
の
国
か

ら
も
離
れ
、
い
ず
れ
の
国
へ
も
入
る
権
利
に
関
し
て
は
、

m法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
佃
国
の
安
全
、
冗
ム
の
秩
序
」
(
o
r
d
r
e
p
u
b
l
i
c
)
、

公
衆
の
健
康
も
し
く
は
道
徳
ま
た
は
他
の
者
の
権
利
お
よ
び
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き
、
な
ら
び
に
両
国
際
的
に
承
認

い
か
な
る
制
限
も
課
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
す
る
。
同

さ
れ
た
人
権
お
よ
び
他
の
国
際
法
上
の
義
務
と
両
立
す
る
と
き
を
除
き
、

条
は
出
国
・
入
国
権
の
制
限
が
許
容
さ
れ
る
場
合
を
罰
項
以
ド
で
次
の
よ
う
に
詳
細
に
列
学
す
る
。

出
国
権
に
対
す
る
制
限
は
、
明
瞭
か
つ
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

制
限
は
、
緊
急
な
公
的
な
社
会
的
必
要
性
に
対
応
し
、

ま
た
恣
意
的
に
適
川
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

正
刈
な
日
的
を
も
ち
、

ニ
同
の
安
全
」
に
も
と
づ
く
制
限
は
、
権
利
の
行
使
が
明
白
で
、
緊
急
か
つ
重
大
な
危
険
を
国
家
に
生
じ
さ
せ
る
事
態
に
お
い
て

の
み
、
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
が
軍
事
機
密
を
人
手
し
た
と
い
う
理
由
で
こ
の
制
限
が
援
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の

制
限
は
、
限
ら
れ
た
期
間
、
特
定
の
状
況
に
と
っ
て
適
切
な
と
き
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
制
限
は
、
個
人
が
そ
の
機
密
を

「
公
の
秩
序
」
に
も
と
づ
く
制
限
は
、
保
設
さ
れ
る
べ
き
特
定
の
利
益
と
直
接
に
関
係
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ム

の
秩
序
」
と
は
、
民
主
的
社
会
の
韮
礎
を
な
す
、
人
権
の
作
巾
と
両
立
す
る
普
迎
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
基
本
的
諸
原
則
を
意
味

「
公
衆
の
姐
徳
」

「
公
衆
の
健
康
」
は
、
住
民
ま
た
は
そ
の
構
成
員
で
あ
る
個
人
の
健
康
に
対
す
る
市
大
な
脅
威
が
存
在
す
る
と
き
に
援
用
で
き
る
。

は
、
社
会
に
お
け
る
韮
本
的
道
徳
価
値
を
維
持
す
る
た
め
不
ilJ
欠
で
あ
る
と
き
に
援
用
で
き
る
。

か
つ
そ
の
日
的
と
均
衡
が
と
れ
て
い
る
場
合
に

_ _J_→ 

ノ‘
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公
の
利
益
及
び
き
わ
め
て
巾
大
な
動
機
を
理
由
と
す
る
ほ
か
は
、

制
退
去
に
関
す
る
国
際
規
則
」
を
採
択
し
た
。
こ
の
規
則
は
、

五
「
出
国
・
帰
国
の
権
利
9
1•• 
5

ー
収
案
l

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
じ
条
に
ポ
さ
れ
る
外
国
人
の
人
国
権
は
国
際
慣
料
法
じ
い
ま
だ
確
立
し
て
は
い
な
い
が
、

‘‘,'／ h
 

（
 が

承
諾
を
与
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
国
（
入
国
）

.. L. 

ノ‘

「
他
の
者
の
権
利
お
よ
び
自
由
」
に
も
と
づ
く
制
限
は
、
親
族
（
未
成
年
者
に
つ
い
て
の
両
親
を
除
く
）
、
雇
用
者
そ
の
他
の
者

-、[Iノ

国
際
法
学
会

(Institut
d
e
 D
r
o
i
t
 international)
は

し
よ
う
と
す
る
者
の
出
発
（
入
国
）
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意

項
以
下
に
提
示
さ
れ
る
出
国
・
人
国
権
の
制
限
を
正
↓
丑
化
し
う
る
場
合
の
列
学
は
、
外
国
人
の
入
国
の
制
限
を
正
渭
化
し
う
る
場
合
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
現
在
で
も
す
で
に
卜
分
に
説
得
力
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
八
九
二
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
会
期
に
お
い
て
「
外
国
人
の
人
国
許
可
及
び
強

一
九
世
紀
末
に
お
け
る
外
国
人
の
人
国
許
nJ
等
に
関
す
る
一
般
国
際
法
を

文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
人
道
と
正
義
に
よ
り
、
各
国
は
、
こ
の
権
利
の
行
使
に
あ
た
っ
て
自
己
の
安
全
と
両
立
す
る
範
囲
内
に
お

い
て
、
そ
の
領
上
に
人
国
せ
ん
と
し
、
ま
た
は
す
で
に
在
留
す
る
外
国
人
の
権
利
と
自
由
を
昨
屯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
内
容

は
今
日
で
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
同
規
則
第
六
条
は
、
文
明
国
の
領
上
へ
の
外
国
人
の
自
由
な
人
国
に
つ
い
て
は
、
「
慣
習

若
し
く
は
文
明
の
韮
本
的
相
違
を
理
由
と
す
る
か
又
は
大
植
の
外
国
人
に
よ
る
危
険
な
組
織
化
杓
し
く
は
集
合
を
理
由
と
す
る
よ
う
な
、

一
般
的
に
か
つ
担
久
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、
国
家

が
外
国
人
の
人
国
を
禁
止
し
う
る
場
合
を
厳
密
に
限
定
し
て
い
る
。

0
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主
張
し
が
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

草
案
」
第
七
条
い
項
）
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
外
国
人
登
録
法
卜
の
指
紋
押
捺
制
度
を
眺
め
る
と
、

し
か
し
、
仮
に
譲
っ
て
、
同
制
度
が
日
本
の

て
も
、
指
紋
押
捺
の
拒
否
を
唯
一
の
実
質
的
な
理
由
と
し
て
、

日
米
通
商
航
海
条
約
上
保
障
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
日
本
へ
の
人

国
を
拒
否
す
る
根
拠
と
し
て
、
同
条
約
第
一
条
三
項
の
「
公
の
秩
序
」
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

理
由
に
も
と
づ
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
入
国
拒
否
は
、
「
緊
急
の
公
的
・
社
会
的
な
必
要
性
」

け
入
れ
ら
れ
た
珪
本
的
諸
原
則
を
意
味
し
、

か
か
る

の
故
に
と
ら
れ
た
も
の
と
は
到
底
ヽ
下
張
で

「
公
の
秩
序
」
に
該
↓
l
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
と
し

こ
の
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
が

「
公
の
秩
庁
」

で
あ
る
と
は

そ
れ
は
人
権
の
尊
屯
と
両
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
「
出
国
・
帰
日
の
権
利
，
t
'
t
'［

接
に
関
係
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、

こ
、
う
し

9

_

 

こ
こ

「
公
の
秩
化

よ、

と
（

只
ヽ
じ
的
社
会
の
店
礎
を
な
す
許
遍
的
に
受

案
」
第
七
条
い
項
）
。

ま
た
、

「
公
の
秩
序
」

に
も
と
づ
く
人
国
権
の
制
限
は
、

そ
の
制
限
に
よ
っ
て
保
設
さ
れ
る
べ
き
特
定
の
利
益
と
直

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
つ
そ
の
制
限
と
制
限
の
日
的
と
の
間
に
は
均
衡
が
と
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
「
出
国
・
帰
国
の
権
利
胄
::i:::~ 

旱

具
体
的
に
は
、

「
公
の
秩
庁
」

等
に
よ
る
人
川
の
制
限
は
、

緊
氣
い
公
的
・
社
会
的
な
必
要
性
に
対
応
し
、

圧
刈
な
目
的
を
も
つ
も
の
で

る
の
が
、

前
文
に
明
ぷ
さ
れ
る
詞
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
に
照
ら
し
て
も
、
妥
％
な
解
釈
の
慇
度
で
あ
る
と
杓
え
ら
れ
る
。

「
公
の
秩
序
」
等
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、

シ
ラ
ク
サ
原
則
に
ぷ
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
を
極
め
て
厳
格
か
つ
限
定
的
に
解
釈
・
適
用
す

に
相
手
国
民
に
与
え
る
人
国
・
在
留
の
権
利
を
否
定
ま
た
は
制
限
す
る
効
呆
を
も
つ
の
で
、

自
由
権
規
約
の
人
権
制
約
規
定
で
川
い
ら
れ

の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
概
念
は
、

そ
の
適
用
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、

同
条
に
お
い
て
締
約
国
が
jf
い

、
'
,4
 

9

9

 以

L
の
考
察
に
よ
れ
ば
、

小

F
i
 

h
 

日
米
通
商
航
悔
条
約
第
一
条
三
項
の

「
公
の
秩
庁
、
公
衆
の
健
康
、
直
徳
又
は
安
令
」

て
い
る
「
公
の
秩
庁
」
等
と
同
様
に
、
個
人
の
人
権
を
制
限
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、

の
概
念
に
関
し
、
次

日
米
通
商
航
洵
条
約
の

q

ヽ
"
T
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.
/
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（二）
き
ず
、

ま
た
、
特
定
の
者
が
指
紋
押
捺
を
拒
否
し
て
も
指
絞
押
捺
制
度
の
連
用
が
粋
し
く
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
同
制
度
の
維

持
と
一
人
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
人
国
の
拒
否
と
の
間
に
均
衡
が
と
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
同
条
約
第

1

条
：

1

項
に
い
う
「
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健
康
、
道
徳
又
は
安
令
」
と
は
、
国
家
全
体
ま
た
は
国
家
内

の
特
定
の
地
域
等
の
か
な
り
広
域
か
つ
広
範
な
人
々
が
影
親
を
受
け
る
場
合
を
想
定
し
た
規
定
と
解
す
る
の
が
妥
中
ー
で
あ
り
、

の
特
定
の
行
為
等
を
射
程
と
す
る
規
定
で
な
い
こ
と
は
、
文
罪
卜
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
詞
条
約
第
一
条
：
＾
項
の

の
秩
序
」
等
の
解
釈
・
適
用
に
よ
っ
て
、
同
条
約
の
締
約
国
は
「
他
の
理
由
を
総
合
苦
附
し
て
」
相
手
国
民
の
人
国
・
在
留
を
拒
否
す
る

以
上
の
理
由
か
ら
、
外
国
人
登
録
法

t
の
指
紋
押
捺
を
拒
否
し
た
こ
と
を
実
質
的
に
唯
一
の
罪
由
と
し
て
、

人
国
を
拒
否
し
、

__ L 

ノ‘
五

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
肖

ま
た
同
人
に
人
国
介
証
を
発
給
せ
ず
、
同
人
の
日
本
へ
の
入
国
を
拒
否
す
る
日
本
政
府
の
権
限
は
、
日
米
通
商
航
洵
条

約
第
一
条
三
項
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
条
関
係

日
米
通
商
航
海
条
約
第
四
条
一
項
は
、
「
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
及
び
会
社
も
、

そ
の
権
利
の
行
使
及
び
擁
護
に
つ
い
て
は
、

他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
す
べ
て
の
審
級
の
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
、
及
び
行
政
機
関
に
対
し
て
申
立
を
す
る
権
利
に
関
し
て
、
内
国

民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
仔
え
ら
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
裁
判
を
受
け
、
及
び
行
政
機
関
に
対
し
て
巾
立
を
す
る
権
利
」

と
は
、
た
ん
に
裁
判
を
受
け
、
中
立
を
す
る
権
利
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
紛
争
の
公
正
な
解
決
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
公
lE
手
続
の
保
悴
を
も
当
然
包
含
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

¥‘ヽー
j
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人
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同
条
が
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
あ
わ
せ
て
、
二
打
政
機
関
に
対
し
て
中
立
を
す
る
権
利
」
を
保
障
す
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
第
三
二
条
の

「
裁
判
」
が
司
法
権
の
作
川
と
し
て
の
「
裁
判
」
を
意
味
す
る
の
に
比
べ
、
よ
り
広
く
行
政
権
の
作
用
に
関
し
て
も
、
締
約
国
民
の
相
手

国
内
に
お
け
る
適

lE
手
続
の
保
障
を
権
利
と
し
て
承
認
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、

第
八
条
関
係

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
民
は
、
自
己
の
日
本
国
へ
の
再
入
国
の
許
否
や
牡
証
の
取
泊
の
可
否
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス

の
保
障
と
そ
の
実
践
の
も
と
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
日
本
国
に
対
し
請
求
す
る
権
利
を
打
す
る
。
換
考
r
す
れ
ば
、
締
約
川
は
同
条
に

も
と
づ
き
、
締
約
相
手
国
民
に
対
し
再
人
同
を
不
dtfnJ
に
し
た
り
脊
証
を
取
梢
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
適
正
な
手
続
を
実
施
し
、
当
該

締
約
相

F
国
民
に
事
前
に
告
知
と
聴
間
の
機
会
を
仔
え
る
べ
き
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
締
約
国
の
法
務
大

臣
お
よ
び
外
務
大
臣
が
、
こ
う
し
た
義
務
を
囮
行
せ
ず
に
な
し
た
締
約
相

F
国
民
の
締
約

IEl
へ
の
再
人
国
不
許
可
処
分
お
よ
び
任
証
取
泊

い
ず
れ
も
そ
の
裁
'4甲
権
の
濫
川
で
あ
り
、
詞
条
に
照
ら
し
て
無
効
で
あ
る
。

日
米
通
商
航
海
条
約
第
八
条
二
項
は
、
「
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
及
び
会
社
も
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
学
術
、
教
育
、

宋
教
、
及
び
慈
善
の
活
動
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
り
え
ら
」
れ
る
、

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定

は
、
同
条
約
の
前
文
の
前
記
引
用
に
い
う
、
「
文
化
的
関
係
を
促
進
す
る
」
こ
と
を
実
質
化
す
る
た
め
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
マ
ン
教
授
の
よ
う
に
、
多
年
に
わ
た
り
日
本
の
大
学
に
お
い
て
学
術
、
教
行
、
家
教
の
活
動
に
従
巾
し
て
き
た
者
は
、
同
項
に

も
と
づ
き
、

（三）
処
分
は
、

日
本
国
に
お
い
て
内
lEJ
民
待
遇
お
よ
び
最
恵
国
待
遇
を
う
け
て
、
学
術
、
教
育
、
宗
教
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
保
即
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
者
に
対
し
て
、

日
本
へ
の
再
人
国
を
拒
否
し
、
脊
証
を
取
泊
す
行
為
は
、
同
項
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
に
保
障
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関
す
る
裁
贔
権
は
、

国

結

論

さ
れ
て
い
る
学
術
、
教
育
、
宗
教
活
動
に
関
す
る
内
国
民
待
遇
お
よ
び
最
恵
国
待
遇
を
否
定
す
る
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

行
為
は
い
ず
れ
も
法
務
大
臣
お
よ
び
外
務
大
臣
の
裁
蟻
権
を
逸
脱
し
、

. 3.. 

ノ‘
七

か
か
る

ま
た
は
そ
の
濫
用
で
あ
り
、
同
項
に
照
ら
し
て
無
効
で
あ
る
。

日
米
通
商
航
洵
条
約
第
一
条
一
項
い
お
よ
び
同
一
＾
項
伽
は
、
締
約
国
民
の
人
国
お
よ
び
在
留
と
い
う
直
接
個
人
の
権
利
に
関
わ
る
事
柄

に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
規
定
内
容
が
明
確
で
あ
り
、
締
約
国
に
法
的
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
。

動
執
行
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
そ
の
文
言
の
性
質
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
第
四
条
一
項
に
つ
い
て
は
、
「
…
…
締
約
国
の
国
民
…
…

も
、
…
…
他
方
の
締
約
国
の
…
…
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
、
…
…
に
関
し
て
、
内
国
民
及
び
最
恵
国
待
遇
を
仔
え
ら
い
か
d
」
（
傍
線
引
用

が
っ
て
、
上
記
諸
規
定
は
、

者
）
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
理
由
で
自
動
執
行
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
第
八
条
三
項
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た

日
本
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
「
直
接
適
用
nJ
能
」
な
規
定
で
あ
る
。

‘
)
ヽ

な
J

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
通
商
航
洵
条
約
は
二
般
的
に
自
動
執
行
性
を
打
し
、

接
適
用
可
能
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

以
L
に
検
討
し
た
よ
う
に
、

一
般
外
国
人
に
対
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、

圏
日
米
通
商
航
海
条
約
の
自
動
執
行

(self-executing)
性

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
条
項
が
自

し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
に
お
い
て
「
直

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
に
対
す
る
法
務
大
臣
の
再
人
国
に
関
す
る
裁
址
権
お
よ
び
外
務
大
臣
の
脊
証
発
給
に

日
米
通
商
航
洵
条
約
第
一
条
一
項
い
、
同
第
二
項
⑮
、
同
第
四
条
一
項

12 67 (香法'92)



(44)11
本
は
、
日
本

1
と
い
＞
相
条
約
い
締
約
川
と
初
た
に
通
商
閃
係
を
規
律
す
る
条
約
を
結
ぶ
こ
と
を
約
束
し

叩
い
を
規
定
す
る
（
詞
b
川）。

（
い
）
日
米
通
商
航
詢
条
約
に
つ
い
て
は
、
人
江
改
r
四
郎

1

日
米
通
商
航
面
条
約
虹
陪
i

法
律
時
報
．．
 

几
巻
六
号
（
．
九

h
:．． 
)
、
原
松
武
，

11
本
川
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
の
間
の
友
好
珀
傾
航
面
条
約
(
|
(
L
時
の
仏
令
九
じ
ー
九
几
り
（
／
几
に
令
）
、
菊
池
化

111
米
友
好
迎
商
航
糾
斧
約
そ
の
、
じ
疫
規
応
り

現
代
的
立
義
L

外
交
間
報
．

O
．q

.

.

 

1

号
（
／
几
」
ハ
几
）
、
菊
池
正
，1
1
米
友
好
通
麻
航
面
染
約
に
お
け
る
＂
い
~
い
間
粕
点
（
そ
U
J
1

そ
の

3
)
，
名
城
仏
学

．
八
脊
．
I

り、
.• 

0
巻
：
q
•

四
合
併
け
、
．．． 

谷
四
＇
げ
‘
-

．．． 
谷

1号、

．．
 

五
脊
．
1

り
（
▲
九
六
九
．
九
じ
五
）
参
照
。

(46)
第
＾
」
ハ
阿
川
会
衆
ふ
院
外
務
委
員
会
ぷ
録
第

4

じ
号
、
昭
和
．．
 

八
り
じ
月

1

・
／
日
、
八
頁
。
参
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
も
、

M
詞

K
か
詞
旨
り
況
明
を

し
て
い
る
（
第
．
ぃ
ハ
日
日
会
参
ふ
院
外
務
委
員
会
会
ぷ
録
第
．
四
り
、
附
和
．．
 

八
年
じ
月
．．
 

911
、
・
頁
）
。
な
お
、
こ
の
条
約
い
制
定
灯
時
の
外
務
省
紆

済
屈
の
担
粁
者
に
よ
る
解
嘉
に
お
い
て
も
、
い
に
つ
い
て
は
、
（
人

Irl
．
在
貿
に
つ
き
)
;
条
約
卜
の
保
防
は
な
く
、
も
っ
ば
ら
↓
l
該
川
の
人

1
法
規
に
従
う

適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

日
本
の
裁
判
由
は

ぶ
い
接
適
川
叶
心
IJLL

ー

i‘
一、

(lria
利

l
時
に
そ
れ
よ
で
の
過
渡
的
招

な
こ
れ
ら
諸
規
定
を
裁
判
規
範
と
し
て
受
け
と
め
、

こ
れ
を
解
釈
・

日
本
の
裁
判
所
で
自
ら
の
権
利
の
保
間
を
求
め
、

ま
た
は
権
利
の
救
済
を
、
じ
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

l
ヒ

r
こ、

ヽ

・
1

L
』l

i

 

Lr 

-~. 

裁
判
卜
そ
の
よ
う
な
、
E

も
ち
、

日
本
の
裁
判
所
に
お
い
て

「
直
接
適
川
可
能
」

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆

111人
は
こ
れ
ら
諸
規
定
を
援
川
し
て
、

日
米
通
商
航
海
条
約
第
／
条
．
項
い
、

第
一
条
＿
．
項
⑮
、

第
四
条
二
唄
な
ら
び
に
第
八
条
．
t-

項
の
規
定
は
、

い
ず
れ
も
白
動
執
行
性
を

来
も
っ
日
的
な
ら
び
に

l
条
約
い
趣
旨
・
日
的
に
附
ら
し
て
、

が
JTI能
で
あ
る
。

ま
た
、

ト
出
両
大
臣
の
自
由
裁
情
を
日
米
通
商
航
洵
条
約
第
／
条
三
瑣
を
援
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
％
化
す
る
こ
と
は
、

同
項
が
本

し、

査
証
を
発
給
し
な
い
行
偽
は
、

日
米
通
商
航
悔
条
約
の
規
定
に
反
し
無
効
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
米
通
商
航
悔
条
約

L
日
本
日
が
負
う
義
務
を
厨
行
せ
ず
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
日
人
に
対
し
再
人
国
を
拒
否

な
ら
び
に
同
第
八
条
：
．
項
の
規
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
限
り
で
、

両
大
臣
の
ま
っ
た
く
の
自
由
裁
憤
で
は
な
く
な
っ
て
い

-l• 

/¥ 

J ¥. 
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指紋押捺拒否を即由とする 1り人[Ii[のイ福午11Jおよび仔tiE取泊と Ili]I¥祭法（山綺）

こ
と
を
嬰
す
る
も
の
L

と
さ
れ
て
い
る
（
兼
松
、
前
掲
注
（
い
）
ヽ

7

友
好
通
商
航
面
条
約
（
ー
四
頁
）
。

(47)'.¥lessage f
r
o
m
 t
h
e
 P
r
e
s
i
d
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
 a
 T
r
e
a
t
y
 o
f
 F
r
i
e
n
d
s
h
i
p
,
 
C
o
m
m
e
r
c
e
.
 a
n
d
 N
a
¥
・
i
g
a
t
i
o
n
 b
e
t
w
e
e
n
 

t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 o
f
 A
m
e
r
i
c
a
 a
n
d
 J
a
p
a
n
.
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 w
i
t
h
 a
 P
r
o
t
o
c
o
l
 r
e
l
a
t
i
n
g
 thereto. 
s
i
g
n
e
d
 a
t
 T
 0
 k
y
o
 o
n
 A
p
r
i
l
 2. 
1953. 
S
e
n
a
t
e
 

E
x
e
c
u
t
i
v
e
 
R
e
p
o
r
t
s
 
• 

.-53rd 
C
o
n
g
r
e
s
s
.
 
1st 
S
e
s
s
i
o
n
 
9
 
E
x
e
c
u
t
i
v
e
 
C
9
 

• 

a
t
 
3. 
な
お
、
|
ぃ
院
外
交
委
員
会
小
委
員
公
に
お
け
る
公
聴
会
記
録
は
、

H
e
a
r
i
n
g
s
 b
e
f
o
r
e
 t
h
e
 S
u
b
c
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
f
 t
h
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 F
o
r
e
i
g
n
 R
e
l
a
t
i
o
n
s
.
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 S
e
n
a
t
e
.
 
8
:
k
d
 C
o
n
g
r
e
s
s
.
 
1st S
e
s
s
i
o
n
 

Sess.). 
C
(
8
3
d
 

o
n
 E
x
e
c
u
t
i
¥
・
e
 R
 (
8
2
d
 C
o
n
g
 

•• 

1st Sess.)• 

F
 (
8
2
d
 C
u
n
g
 

•• 

2
d
 Sess.). 
I
I
(
8
2
d
 C
o
n
g
 

•• 

2
d
 Sess.). 
I
(
8
2
d
 C
o
n
g
 .. 
2
d
 Sess.). 
J
(
8
2
d
 C
o
n
g
 

•• 

2
d
 

Sess.);
、I,
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
F
r
i
e
n
d
s
h
i
p
.
 
C
o
m
m
e
r
c
e
.
 
a
n
d
 

~avigation 

w
i
t
h
 Israel. 

(48)
ー
ぃ
収
忠
国
符
遇
，

場
合
に
そ
の
領
域
内
て
り
え
ら
れ
る
行
遇
よ
り
も
ト
利
で
な
い
も
い
を
い
う

(49)
ー
内
国
民
待
遇
1

様
の
場
合
に
そ
の
領
域
内
で
り
え
ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
が
利
で
な
い
も
の
を
い
う

(So)
ー
．
般
に
粂
約
の
前
文
は
、

体
的
に
最
恵
国
待
遇
、

な
い
か
ぎ
り
は
、

あ
る
。

定
が
な
い
限
り
、

C
o
n
g
 

•• 

1st 

よ、
,
i
 

と

ょ、
と
ー

．ごー、）。
i
 

Sess.). 

E
t
h
i
o
p
i
a
.
 
Italy, 
D
e
n
m
a
r
k
.
 G
r
e
e
c
e
.
 

．
締
約

1
の
領
域
内
で
り
え
ら
れ
る
符
遇
で
、

＾
締
約
国
の
領
域
内
て
ー
｝
え
ら
れ
る
待
遇
で
、

t
ァ

．

1
‘
l
l

見
ド

"
H
,
L
E灼

llハ
ク
オ
l
t
l
l
―̀

内
国
民
待
遇
、

N
(
8
3
d
 ••• 

‘
 

そ
の
条
件
竹

相
吐
竹
T
J

に
つ
き
規
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、

．
般
無
条
件
の
加
川
が
適
川
さ
れ
る
と
す
る
解
釈
の
根
拠
と
し
て
、

.. 、
L
I
J
I
o
J
、
じ
り
）
、

ー

，

l
札

(
I

いi

る
し
（
人

i

I

、1

,

吼
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

＼
し

‘[l)
＂

J
"
I
[ノ

す
な
わ
ち
、

卜_)し叉．
I

1^
ー寸り―レ；

t‘

ー

1
じ

j

任＂

…
…
月
名

f
u
l
J
_
'
|

ノ
イ
サ

r
‘
~
’

i

軋
ぐ
y
3
:．ふ叶ゞ

i
仁之

r
,
t
J晋
ピ

il̂

7

該
ー
一
”
叶
』
ー
カ
'
’
バ
ペ
；
／

f
_、
1

，し

rl

）
上
う
こ
、

こ

u

,

C
o
n
g
.
,
 
1st 
Sess.), 
0
 (8
3
d
 

無
条
件
付
、

C
o
n
g
 

•• 

1st 

F
i
n
l
a
n
d
.
 
G
e
r
m
a
n
y
.
 a
n
d
 J
a
p
a
n
 

• 

.
 
，J

 .
.
.
 

s
l
)

し
1

し
1
1
,
．＂‘

び

4
.
1
1
u
そ

j
そ

j
i
I
l

中
ー
該
締
約
川
の
そ
れ
ぞ
れ
国
民
、

ー
通
常
は
通
仇
条
約
の
＂
川
文
に
は
、

各
条
の
規
定
と
実
体
的
に
関
連
す
る
規
定
は
叩
lI
か
れ
な
い
の
が
例
で
あ
る
が
、

．ヽ
．．
 

、

f
f
i
 

~
i
j

条
り
第
＂
：
．
条
．．
 

rti
へ）。

/
I
H
’

条

―

.

.

 

J
 

．
f
 

．．
 
今ー、

(
！
1
 

・し

I
I
I

/

i

 

•• 

、

A
.

？ー
l

/
上

f

ij条
勺
勺
！
：
．．
 

条
＾
月
）
。

(II
名
悶
q

-

-

J

本
文
の
各
条
を
離
れ
て
、

前
文
に
掲
げ
た
似
則
も
、

Respecti¥・ely. 
J
u
l
y
 
13. 
1953. 

船
舶
又
は
そ
い
他
0
対
象
が
詞
様
り

.•.•. 

1‘ 

,
i
t
,＇ー

し

l
l
l

~}_ 

独
目
の
仏
的
拘
束
力
は
な
く
、

_j  • 

/¥ 

九

船
舶
又
は
そ
の
他
の
対
象
が
同

各
通
商
条
約
で
も
、

そ
の
本
文
で
具

そ
う
い
う
特
別
の
規
定
や
制
約
が

ト
分
実
効
的
な
紅
味
が
あ
る
わ
け
で
あ

＾
般
の
条
約
と
同
様
締
糾
い
趣
旨
お
よ
び

11的
を
節
中
に
宜
明
す
る
以
外
に
、

こ
の
条
約
（
日
米
通
昨
航
廂
条
約
）
で
は
、

9

無
条
件
に
り
え
ら
れ
る
最
忠

111符
遇
及
び
円

111民
待
遇
い
肋
則
忍
般
に
駐
礎
ど
す
る
r

相

r川
が
相
吐
佑
件
そ
の
他
実
間
的
な
反
対
給
付
に
該
中
ー
す
る
上
う
な
符
遇
を
1
ナ
え
る
こ
と
を
条
件
と
せ

t
、

い
っ
さ
い
い
場
合
に
無
条
竹
で
最
也

Il竹
遇
を
叶
り
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
し

J
¥
1
 

条
忍
(
'

で
人
川
・
在
留
し
よ
う
と
す
る
相

r川
民
に
は
、

砿
出
．
染
に
は
最
恵
川
竹
遇
胃
に
つ
い
て
特
別
の
規
，
JL
が
な
い
の
で
、

（
北
松
、

巾
要
な
壮
本
粕
神
又
は
解
釈
且

と
い
う
規
定
が
そ
れ
で

い
持
遇
を
り
え
る
べ
ぎ
こ
と
で
、
し
た
が
）
て
前
文
い
趣
旨
は
、
各
本
染
中
に
最
恵
日
符
遇
に
関
し
叫
文
の
規

し

l
J
J
1
‘
E
5
)
、

'llit、
i
(
4

前
文
の
似
則
が
紅
味
を
も
ち
、

，
友
好
迎
傾
航
面

ー
そ
の
他
の

Il
的

最
恵
川
待
遇
お
よ
び
内
［
民
符
遇
い
厭
則
を
．
般
的
に
仙
礎
と
し
て
人
川
・
在
叫
m
を
叶

I
す
べ
き
も
の
と

12 69 (香法'92)



.
-
．
合
併
号
．
じ
五
頁

（
．
几
六
じ
）
。

解
さ
れ
る
。

（
川
）
条
約
法
条
約
第
．
こ
．
条
以
．
卜
の
解
釈
附
則
は
、
条
約
解
釈
の
．
般
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
条
約
法
条
約
は
遡
及
効
を
も
た
な
い

（
同
条
約
第
四
条
）
い
で
、

1
条
約
の
発
効
以
前
に
発
効
し
た
日
米
通
麻
航
洵
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
直
接
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ

に
掲
げ
ら
れ
た
解
釈
加
則
は
、
条
約
法
粂
約
と
し
て
法
典
化
さ
れ
る
以
削
か
ら

Irl際
間
習
払
と
し
て
仔
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
日
米

通
商
航
洵
条
約
の
解
釈
に
も
適
川
さ
れ
る

(
M条
但
Itr)

も
の
と
衿
え
ら
れ
る
。

(
5
2
)
7
前
文
で
な
お
注

Il
す
べ
き
こ
と
は
、
文
化
的
関
係
の
促
巡
。
と
叫
胄
化
に
打
益
な
投
資
砂
促
進
P

を
特
ー
叫
し
た
こ
と
で
あ
る
。
文
化
的
閃
係
に
つ
い
て

こ
の
条
約
は
い
者
作
権
い
保
設
そ
の
他
の
別
個
OJ
条
約
に
成
る
べ
き
巾
項
に
は
な
ん
ら
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
非
常
利
の
学
術
団
体
そ
り
他
い
泊
動
左

保
障
す
る
且
本
的
符
遇
条
項
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
友
好
迎
商
航
面
条
約
と
い
う
平
時
の
川
交
の
且
本
閃
係
を
設
定
す
る
条
約
の
趣
旨
が
、
単
に
通
商
経
済

閃
係
に
止
よ
ら
な
い
こ
と
を
ぷ
す
も
の
で
あ
る
。
ー
（
原
松
、
前
褐
注
（
い
）
、
「
友
好
通
商
航
洵
条
約
（
L

．．
 

ご貝）。

（
包
在
留
資
格
は
従
来
叶
法
第
四
条
：
川
に
応
め
ら
れ
て
い
た
が
、
平
成
．
几
年
q

-

．月

1
h
1
法
律
第
じ
九
号
に
よ
る
大
改
正
で
弟
四
条
は
削
除
さ
れ
、
在
留
胄

格
は
別
表
第

f

に
列
乍
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
平
成
．．
 

年：．＂月

．．
 

六
日
政
令
第
．
ぷ
臼
号
に
よ
り
、
平
成
．．
 

年
六
）
．

1
か
ら
施
行
）
。
こ
れ
に
上
っ
て
、

従
米
り
．
八
種
類
の
在
留
行
格
は
、
現
状
に
あ
わ
せ
て

．．
 

八
種
類
と
さ
れ
た
。
川
島
慶
雄
「
9

出
人

l
管
即
仏
F

の
改
卍
と
れ

rの
間
題
ー
阪
大
仏
学
．
．
．
几

巻
：
こ
•
四
合
併
号
（
＾
九
九0
)
、
法
務
省
人
国
竹
刑
屈
参
心
ぶ
I
i嚢
じ
ー
出
人
川
竹
罪
及
び
難
民
忍
定
法
の
．
部
を
改
正
す
る
法
律
と
在
留
賓
格
制
度
の
柏
備
L

外
国
人
登
録
．．． 

L
几
号
(

1

九
九

O
)
参
照
。

(54)
四
ヒ
頁
を
み
よ
。

品
）
ア
ル
ト
マ
ン
教
授
れ
件
被
Ifc
ロ
準
備
ttr
而
（
、
平
成
．．
 

年
．
月
．．
 

五
日
、
四
四
ー
四
几
頁
。

元
）

11
米
通
商
航
悔
条
約
に
閃
す
る
国
会
審
ふ
に
お
い
て
、
林
修
：
こ
内
閣
法
制
Jnjk官
（
中
一
時
）
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
、
日
米
通
商
航
洵
条
約
が
川
内
仏
に
位

先
す
る
こ
と
を
明
．．．
 

い
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
憲
法
第
几
八
条
第
．．
 

項
で
、
日
本
口
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た

l
際
法
規
は
咋

iH
し
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
こ
ざ
い
上
す
。
従
い
主
し
て
、
外
国
と
の
間
の
条
約
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は

f
分
に
凸
Jfn
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
お
り
よ
す
。
従
い
ま
し
て
、

ITl内
法
的
効
力
の
皿
が
出
て
参
り
ま
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
条
約
の
方
が
勝
つ
、
か
よ
う
に
苔
え
上
す
。
」

（
前
掲
注

(
9
)
、
林
修
．
．
．
内
閣
払
制
詞

k
宜
答
介
）
。

(
5
7
)
菊
池
I
E
:
，
ゾ
ィ
ル
ス
ン
的
〗
合
衆
国
通
昨
条
約
と
国
際
仏
0」
名
城
法
学
一
七
谷
．

(58)e
注
釈

11本
lrj
心
法
（
卜
巻
）
0

、
前
掲
注

(27)
、
：

1

八一
1

一．．
 
八
：
＊
—
[
貝
゜

七
0
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(60)
煉
松
、

て
い
る

(m) Du
n
n
,
 前

掲
注
（
り

面
）
ア
ル
ト
マ
ン
教
授
巾
件
被
告
準
備
ド
9

血
(
‘

「
友
好
通
麻
航
糾
条
約
(
I

(61)
廣
瀬
和
孝

ー
人
5
宜
法
概
説

mー

(62) I
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 a
n
d
 ;--J 
ationality A
c
t
 of 
195'.?, 

（
間
）
中
村
義
忙

ー
退
人
強
制
法
研
究
！
竹
n
J
L
|
|
r
川
際
法
と
国
内
法
い
交
錯
1

田
ー
拓
殆
大
学
荷
庄
▲

(64) I
r
n
m
1
g
r
a
t
1
0
n
 
a
n
d
 

4
.
r
¥
‘
 

-

＿

ー

／

▲^
9
,
 

）
 

、
1
p

品

）

：

九

八

四

年

春

に

、

人

怖

N
G
o
代
表
行
、

家
が
シ
シ
リ
ー
島
い
シ
ラ
ク
サ
に
お
い
て
．
週
間
会
合
し
、
吋
議
い
糾
束
作
成
し
た
。

閲
す
る
も
っ
と
も
伯
れ
た
鮒
釈
柘
針
て
あ
る
。

C
o
 
~
．0

ミ
ミ
ミ
～
c
i
l
.
i
[
（
U
~
d
P
o
[
～
・
ミ
ミ

K
筵
萎
•
7
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 3
 (1985). 
シ
ラ
ク
サ
原
則
は
、

に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
川
川
さ
れ
て
い
る
(
l
¥
l
u
b
a
n
g
a1
 C
h
i
p
o
y
a
.
 
s
u
p
n
こ
i(）

[

c
 19, 
at n
o
t
e
s
 89, 
92, 
97, 
99, 
101, 
111 
a
n
d
 113.)。

．

．

 
ー

i‘
。

L
1
9
f
’
 

6

.

、
ー
r
9
J

.

.

.

 

i‘
、

r
9
J
.
.
.

.

.

.

.

 

(
6
)
シ
ラ
ク
サ
加
Iiiハ
ゲ

4

.. 
|
]
＿
八
判
わ
よ
び
ん
叶
ー

V
I

(67)
机
昇
の
閥
名
な
川
際
法
字
者
か
ら
な
る
国
際
的
に
極
め
て
権
威
の
あ
る
川
際
学
会
。

(68)
宮
崎
繁
樹

(69)
島
田
征
夫

9
1際
法
綱
矩
1

＂
庇
設
権
の
研
究
ド

(70)
日
本
国
9
忠
法
第
．

4

4^

条
の

1
.
I
¥
 

（
〗
汁
廂

を
保
即
す
る

（
冗
）
山
本
圧
f
.
1

外
国
人
春
廷
外
．． 

几
八
ぃ
lj

・
・
こ
ー
．
じ
貞

::¥'ationality 
A
c
t
 of 
1952. 

J
'
i
r
 

ぶ
。^-

，
 

i' 

t
 

L• 

（勁＂いじ

I
M
、

／
じ
か
日
の
研
究
者
、

(
Mれ
参
照
）
。

dltl祭
去
．

9

ー

ド

‘t"

c
i
L
.
i
[
R岱
li[S

•.•• 

.
 ［．

Ir 
.
9
 

,~ 

l

[

I

 
（
成
文
常
、

q
L
 ．．． 
ー、， 

［ノ

-
)
-

（
成
文
常
、

ぶ
奴
判
を
受
け
る
権
利
ー
は
、

11
本
川
俎
法

(71)
民
．
．
 
刑
巾
の
裁
判
の
み
な
ら
ず
、

・
し
＼

．．
 

）
 

)

I

 

.
/
c
L
4

ュ、

(
l
y
L
)
p
 

じ

几

じ

六

貞

L
d
~｛
-S(Ind 

前
掲
汁

(55竺、

[Tnilミd

ー．ー、°
，
 

_U 
J
[
'
 

~
 

（

H
也
閣
、

Sec. :?12. 
8
 l:. 
S. C. A
 

•. 

§118:? 
(¥Yest 
S
u
p
p
.
 1991). 

States Sec.'.?-11. 
8
 F
S
.
C
.
A
 

•. 
§12~1 

(¥¥ 1
 

est 
S
u
p
p
.
 1991). 
な
お
、

J

ー、0

参
恨

・
し
＼

LI
）。

t~JP 

な
ら
び
に
川
叱
人
権
セ
ン
タ
ー
お

t
び

I
L
o
り
代
表
、
合
壮
：
＾
．
名
の
川
際
仏
専
門

こ
の
肱
則
は
、
日
由
権
規
約
の
制
約
規
定
お
よ
び
効
jJ
竹
止
規
定
に

Tl~(Si, べ~(.[～S(lpri}～ミ．lh[C5ミこl~(Linu.[（lliミ～（ミ(lDミogu[ioiiI)｝、ミ．iSi.(）

iisiiこlUInfこ、｝～（差｝｝i（～[

．
九
八
一
．
＿
）
。

．
定
の

F
続
保
仰

前
掲
注

(27)
、

（デ
L

ー
プ
ロ
セ
ス
の
保
閻
）

七
一
九
頁
参
照
）
。

/1
政
巾
件
の
裁
判
を
も
含
む
。

•L\.L) 

}

j

i

 

T
rミ
[
l
C
S
.
.

湛
法
第
：
．．． 
条
は
、

｝ー、
0

，ご
k
"

`
y
 

ナ
．
I
＇

l.Li‘
。

，
 

ー
U"＞

J
I
’
 

↓

L
¥
¥
）。

(ijl~J 

U
,
＼
t.J:・:・

：ー

．．
 
L
^
ー
、

(
•
L
\

•. 

-

)

I

 

，
 

-
,
I
ー
，

l
l
)
9
9
-

＿
 

を
も
、

七

ヽ
ゞ
ゞ

9

、ア

μ
.
f
t
1

ー
／
ン
カ
・
チ

1
1
1
点
？
t
＇
（
前
述
）

萩
野
"
h
人

J
'
‘
o
 

/{‘ 

`
y
 

亥

IIn

り
川
藉
・
出
人

1
と小叫

そ
の
内
実
と
し
て
含
む
も
の
と
解
さ
れ

伝
統
的
な
公
開
・
対
沓
の
高
訟

f
紬
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利

S
t
a
g
n
a
t
i
n
g
 
in 
Judicial 
L
i
m
b
o
 ̀

 5 H
o
u
s
.
 J. 
Int'! 
L. 323. 
3
2
9
 (1983). 
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し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
権
利
の
、
じ
張
や
救
済
の
た
め
、

の
判
断
を
み
る
と
、

最
近
の
指
紋
押
捺
拒
否
巾
件
に
お
い
て
も
、

11本
が
締
結
し
た
条
約
を
日
本
の
裁
判
所
で
積
極
的
に
援
川
す
る
と
い
う
作

最
高
裁
判
rJr
は
恩
赦
を
罪
由
と
す
る
免
高
で
処
理
し
中
臨
法
判
断
を
避
け
て
い
る
が
、

国
際
的
人
権
の
感
立
よ
り
も
国
内
秩
庁
な
ど
の
利
益
に
眼
を
向
け
て
い
な
‘

と
い
わ
れ
て
い
る
。

ド
級
審

張
や
権
利
救
済
に
関
し
て
は
、
条
約
を
柏
極
的
に
受
け
と
め
て
、

こ
れ
を
解
釈
・
適
川
す
る
と
い
う
対
応
は
ぷ
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ろ
う
。

こ
う
し
た
裁
判
の
事
例
は
近
年
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

残
念
な
が
ら
、

日
本
の
裁
判
所
は
個
人
の
権
利
、
t

権
利
の
、
じ
張
や
権
利
救
済
の
た
め
条
約
が
援
川
さ
れ
る
場
合
が
増
え
れ
ば
、

日
本
の
法
体
系
の
点
検
に
と
っ
て
得
難
い
機
会
と
な
る
で
あ

こ
の
点
味
で
、

裁
判
所
に
お
い
て
個
人
の

り
残
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
常
に
吟
味
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
行
の
法
令
と
条
約
の
法
的
柏
合
性
は
、
胄
該
条
約
の
批
准
の
承
認
の
さ
い
に
、
国
会
で
審
議
さ
れ
る
。

し
か
し
、
国
際
社
会
も
日
内

社
会
も
急
速
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
条
約
が
批
准
さ
れ
、
条
約
が
日
本
の
法
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
後
も
、
立
法
・
行
政
・
可
法
の

各
部
門
で
、
条
約
と
そ
の
他
の
法
令
と
の
適
合
性
は
絶
え
ず
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
負
う
義
務
と
法
令
と
の
幣
合
性
に
も
卜
分
に
配
瓜
し
つ
つ
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
吟
味
は
、
日
本
が
締
結
し
た
条
約
に
よ
っ
て
日

い
か
な
る
法
制
度
も
、

絶
え
ず
流
動
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
変
＂
中
す
べ
き
で
あ
り
、

討
す
べ
き
課
囮
と
し
て
残
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

題
の
多
い
指
紋
押
捺
制
度
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
屈
指
紋
押
捺
制
度
は
抜
本
的
に
は
解
決
さ
れ
ず
、
今
後
と
も
引
き
続
き
検

今
日
の
外
国
人
登
録
法
改
正
に
よ
っ
て
も
、

お

わ

り

に

内
外
の
情
勢
や
社
会
の
変
化
か
ら
取

水
住
者
お
よ
び
特
別
永
住
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
国
際
人
権
韮
準
の
視
点
か
ら
み
て
間

七
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(
7
4
)
7
法
仲
に
且
づ
く
行
政
，
Ir
い
故
情
杵
左
＇
（
便
J
る
に
あ
た
っ
て
、
日
際
仏
や

1
際
制
度
に
淵
源
J
る
規
範
芥
は
卜
分
に
杓
即
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、

う
な
杓
応
を
加
え
る
こ
と
は
行
政

'1
い
い
わ
ゆ
る
他
巾
ゎ
応
に
あ
た
ら
な
い
と
陪
す
べ
き
ー
（
成
田
、
仙
褐
汀
元
ど
、

で
あ
る
。

―
つ
の
試
み
と
し
て
、
何
が
し
か
い
認
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
し
1

い
で
あ
る
。

↓

î‘
。
＇ lノ

五
）
伊
藤

lE!」
ー
川
際
人
権
法
と
故
判
叫
し

111際
人
権
／
第
＾
号
（
／
几
几

0
年）

(76)
こ
の
点
に
閃
迎
し
て
、
江
柏
恨

711
本
の
裁
判
州
と
人
杵
染
約

i
1際
人
権
弟
・
・
ロ
グ
（
／
几
几
．
）

J
1
‘
°
 

参
恨

ーヽノ．ー、／
＇

）

 

L
I
 

-
9
 

)
（
st' 

じ

こ
の
よ

で
あ
る
と
い
指
摘
は

rn虹

1
L
L

じ
i
l
"
T
ー)

〖
i
j
’

ー
ノ

;
J
J
!
)
1

・
ー
ー

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、

日
本
の
法
体
系
の
中
に
位
附
づ
け
ら
れ
る
条
約
を

11
本
に
お
け
る
裁
判
規
範
と
し
て
生
か
そ
う
と
す
る

関
わ
る
裁
判
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
の
権
利
救
済
の
た
め
援
川
し
た
日
米
通
商
航
洵
条
約
の
諸
規
定
に
関
す
る
論
点
を
整
坪
し

業
の
積
み
屯
ね
に
よ
っ
て
、
長
期
的
に
み
れ
ば
、
条
約
や
国
際
的
人
権
保
仰
に
対
す
る
日
本
の
裁
判
所
の
泊
極
的
な
姿
勢
を
徐
々
に
変
え

て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
最
終
的
に
は
取
り
ド
げ
ら
れ
た
た
め
、
判
決
を
う
る
に
は
全
ら
な
か
っ
た
指
紋
押
捺
制
度
に
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